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第１章 調査の概要 

 

１．調査の趣旨・目的 

近年、働き方改革の議論の中で、治療と仕事の両立に係る支援の強化が求められている。

当機構では、「働き方改革実行計画」（平成 29 年 3 月 28 日働き方改革実現会議決定）を踏

まえ、がん患者等（がん・心疾患・脳血管疾患・肝炎・糖尿病・難病1）の就労実態を把握す

る必要があるため、企業調査を行った。 

本調査は、労働基準局安全衛生部、職業安定局の要請研究である。 

 

２．テーマ 

「病気の治療と仕事の両立に関する実態調査（企業調査）」 

 

３．調査対象 

信用調査機関が所有するデータベースに登録されている全国の企業から、産業別（16 区

分）・従業員規模別（6 区分）に単純無作為抽出した従業員規模 10 人以上の企業 20,000 社（農

林漁業、公務に属する企業を除く）。 

 

４．調査方法 

郵送配布、郵送回収 

 

５．実施期間 

 2017 年 10 月 20 日～11 月 8 日 

 

６．回収数及び回収率 

有効回答票 7,471 社（有効回答率 37.4％） 

 

７．結果の集計 

回収された調査票のデータは、産業別・規模別に全国の企業数（総務庁統計局「経済セン

サス」（H26 年基礎調査）結果を利用）に一致するように復元を行った。産業別・規模別の

調査票送付数、有効回収数とウェイト値、復元された企業数は、図表 1-1-1 のとおりである。 

 

 

                                                 
1 「難病」とは、障害者総合支援法の対象疾病にあたるものとしている。本調査の依頼状では、「障害者総合支

援法の難治性疾患患者対象疾患名」が参照できるよう難病リストを記載した（難病リストについては、本報告書

の資料 1 に収録）。 
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８．統計利用上の注意 

(1) 該当する事項が 0 の場合、「－」で表示した。 

(2) 回収された調査票のデータは、産業別・規模別に全国の企業数（総務庁統計局「経済セ

ンサス」（H26 年基礎調査）結果を利用）に一致するように復元を行っている。本報告書

の集計値はウェイト調整済みの（重み付けされた）値である。 

(3) 報告書掲載統計表の数値は、表章単位未満を四捨五入した結果である。なお、四捨五入

の結果、表章単位に満たない場合は、「0.0」と表示してある。 

(4) 「複数回答」の表示のある統計表は、2 つ以上の複数回答のため百分比は合計すると 100.0

を超える場合がある。 
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第２章 調査の結果概要 

 

１．回答企業の属性 

回答企業の業種、正社員規模、正社員 40 代以上比率、正社員の女性比率、創業年――の

属性は、図表 2-1-1 のとおり（図表 2-1-1 では、復元前と復元後を記載。なお、復元後の n

数は、ウェイトバック（補正）の過程で四捨五入した数値を表示しているため、合計は単純

に足し上げた数にはならない。また、ウェイトバックを実施しているため、集計結果につい

て、集計表の件数は整数として表示しているが、実際には少数点以下が存在し、四捨五入さ

れている。以後の集計では復元後の集計結果のみを記載する）。 

 

図表 2-1-1：回答企業の属性 

 

 

n数 ％ n数 ％

7471 100.0 7471 100.0

鉱業、採石業、砂利採取業 142 1.9 5 0.1

建設業 596 8.0 758 10.2

製造業 617 8.3 1327 17.8

電気・ガス・熱供給・水道業 231 3.1 6 0.1

情報通信業 306 4.1 177 2.4

運輸業、郵便業 444 5.9 429 5.7

卸売業、小売業 491 6.6 1637 21.9

金融業、保険業 598 8.0 47 0.6

不動産業、物品賃貸業 230 3.1 135 1.8

学術研究、専門・技術サービス業 278 3.7 222 3.0

宿泊業、飲食サービス業 290 3.9 630 8.4

生活関連サービス業、娯楽業 198 2.7 319 4.3

教育、学習支援業 660 8.8 211 2.8

医療、福祉 698 9.3 1065 14.3

複合サービス事業（郵便局、協同組合など） 569 7.6 14 0.2

サービス業（他に分類されないもの） 1123 15.0 490 6.6

10～29人 2064 27.6 4879 65.3

30～49人 1227 16.4 1039 13.9

50～99人 1385 18.5 790 10.6

100 ～299 人 1363 18.2 536 7.2

300 ～999 人 971 13.0 172 2.3

1000人以上 461 6.2 54 0.7

１割 308 4.1 478 6.4

２割 474 6.3 492 6.6

３割 807 10.8 738 9.9

４割 1037 13.9 844 11.3

５割 1493 20.0 1237 16.6

６割以上 3048 40.8 3423 45.8

無回答 304 4.1 258 3.5

１割 2179 29.2 2123 28.4

２割 1346 18.0 1329 17.8

３割 1123 15.0 936 12.5

４割 733 9.8 567 7.6

５割 553 7.4 641 8.6

６割以上 1191 15.9 1546 20.7

無回答 346 4.6 329 4.4

１０年以内 454 6.1 531 7.1

１０年超５０年以内 4036 54.0 4445 59.5

５０年超（経過） 2847 38.1 2367 31.7

無回答 134 1.8 128 1.7

復元前 復元後

問１－e.

創業（現在から）

（SA）

問１－d.

正社員の女性比率

（SA）

問１－c.

正社員40代以上比

率（SA）

問１－b.

正社員規模（SA）

  全  体

問１－a.

主たる業種（SA）
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２．産業保健スタッフ、相談体制、健康診断の実施状況 

(1) 産業保健スタッフ 

調査では、産業保健スタッフ（産業医、保健師、看護師など）の有無（複数回答）につい

て尋ねている。これをまとめたものが図表 2-2-1 である。それによれば、「専属の産業医がい

る」が 6.4％、「嘱託の産業医がいる」が 20.5％、「保健師がいる」が 3.1％、「看護師がいる」

が 6.9％などとなっている。「産業保健スタッフはいない」は 67.5％となっている。 

正社員規模別にみると、「産業保健スタッフはいない」とする割合は、規模が小さくなる

ほど高くなる傾向にある。一方、「専属の産業医がいる」「嘱託の産業医がいる」「保健師がい

る」「看護師がいる」の割合はいずれも、規模が大きくなるほど、高くなる傾向にある。 

 

図表 2-2-1：産業保健スタッフの有無（MA、単位＝％） 

 

 

次に、産業保健スタッフがいる企業（「専属の産業医がいる」「嘱託の産業医がいる」「保

健師がいる」「看護師がいる」「その他」のいずれかを選択した企業）において、産業保健ス

タッフの社員に対するサポート内容（複数回答）を尋ねたところ、「健康診断等の結果を踏ま

えたフォローアップ」が 73.1％ともっとも多く、次いで、「社員からの相談受付」（56.3％）、

「職場環境整備に関する人事部門・上司への助言」（35.0％）、「長時間労働者等の健康指導」

（34.5％）、「休職や復職にあたっての面談」（31.8％）、「医療機関（主治医等）との連絡・情

専

属

の

産
業

医

が

い

る

嘱

託

の

産
業

医

が

い

る

保

健

師

が
い

る

看

護

師

が
い

る

そ

の

他

産

業

保

健
ス

タ
ッ

フ

は

い

な
い

無

回

答

全体 6.4 20.5 3.1 6.9 2.1 67.5 0.5

10～29人 2.7 9.6 1.6 5.2 1.3 81.8 0.5

30～49人 5.9 20.1 2.0 7.2 3.4 65.8 0.8

50～99人 12.6 48.2 3.1 8.2 3.3 33.9 0.3

100 ～299 人 21.1 61.2 9.0 12.9 4.1 15.6 0.6

300 ～999 人 28.6 63.5 21.4 16.9 4.0 7.1 0.4

1000人以上 42.3 66.4 44.8 37.1 9.6 3.9 0.1

鉱業、採石業、砂利採取業 0.4 14.3 1.0 1.8 1.3 83.6 -

建設業 2.9 10.7 0.4 0.2 1.9 84.6 0.0

製造業 7.7 25.4 3.7 3.8 1.1 65.1 0.7

電気・ガス・熱供給・水道業 7.7 38.7 8.3 3.0 1.2 53.7 -

情報通信業 6.3 24.9 4.5 1.3 3.4 65.8 0.5

運輸業、郵便業 5.3 25.2 2.9 0.8 4.2 64.3 1.0

卸売業、小売業 3.1 16.4 2.1 1.0 0.9 77.9 0.6

金融業、保険業 11.4 32.5 9.4 2.4 2.1 54.1 0.1
不動産業、物品賃貸業 4.4 23.6 1.6 1.0 0.7 71.7 -
学術研究、専門・技術サービス業 3.3 19.9 1.5 2.1 1.5 74.9 0.1
宿泊業、飲食サービス業 6.3 18.0 1.5 1.3 0.3 73.8 1.0
生活関連サービス業、娯楽業 7.1 21.5 0.6 1.1 2.5 69.1 -
教育、学習支援業 6.3 30.6 7.5 11.8 6.3 54.9 0.2
医療、福祉 12.4 19.7 6.0 36.1 5.1 43.6 0.7

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 13.2 49.1 6.0 1.0 2.1 36.3 -

サービス業（他に分類されないもの） 7.6 27.2 4.5 2.1 1.6 62.4 0.3

正社員

規模

業種
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報交換」（25.0％）、「休職者に対する定期的な面談やフォロー」（17.6％）などとなっている。

「とくにサポートは行っていない」（8.7％）は少数である。 

正社員規模別にみると、具体的なサポート項目については、おおむね規模が大きくなるほ

どいずれの割合も高くなる傾向にある（図表 2-2-2）。 

 

図表 2-2-2：産業保健スタッフの社員に対するサポート内容（MA、単位＝％） 

 

 

(2)相談体制 

調査では、「私傷病に罹患した社員から、治療と仕事との両立に関する相談を受け付けて

いるか」（複数回答）と尋ねている。これをまとめたものが図表 2-2-3 である。それによれば、

「社外の相談専用窓口で受け付けている」が 3.0％、「社内の相談専用窓口で受け付けている」

が 4.7％、「人事・労務担当者が受け付けている」が 56.5％となっており、「特段、相談は受

付けていない」は 36.3％となっている。 

正社員規模別にみると、「特段、相談は受付けていない」とする割合は規模が小さくなる

ほど高くなる。一方、規模が大きくなるほど、「社内の相談専用窓口で受け付けている」「社

社
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言

そ

の

他
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く

に

サ

ポ
ー

ト

は

行
っ

て

い

な

い

無

回

答

全体 56.3 34.5 73.1 31.8 17.6 25.0 35.0 3.0 8.7 0.5

10～29人 49.4 21.5 66.6 19.5 10.9 23.9 26.5 2.2 11.2 0.4

30～49人 53.9 25.4 67.0 24.1 13.4 20.8 29.2 4.1 14.2 0.6

50～99人 57.2 33.2 77.8 27.7 13.2 22.0 33.8 3.2 6.0 0.7

100 ～299 人 62.3 49.7 79.8 46.8 26.8 25.3 44.7 3.4 5.6 0.4

300 ～999 人 70.4 69.4 81.5 69.1 37.7 38.2 57.7 2.4 2.7 0.3

1000人以上 83.0 86.3 88.0 83.3 59.2 58.0 72.6 5.2 2.3 -

鉱業、採石業、砂利採取業 50.9 29.2 68.9 16.4 13.7 14.0 23.8 2.7 13.8 5.0

建設業 51.2 34.2 74.8 20.4 12.1 17.6 19.4 2.0 10.5 1.5

製造業 53.5 49.4 80.9 37.0 22.8 25.4 38.3 3.8 6.0 -

電気・ガス・熱供給・水道業 66.4 49.4 83.7 48.0 29.2 29.3 46.3 5.4 4.6 0.7

情報通信業 71.1 68.1 78.0 67.9 38.4 33.3 57.9 2.9 5.9 0.9

運輸業、郵便業 49.3 40.6 82.0 28.1 15.3 19.4 29.1 2.4 5.3 0.9

卸売業、小売業 51.6 23.6 71.4 27.6 14.1 19.7 29.2 2.1 10.1 -

金融業、保険業 69.6 49.8 80.2 49.6 29.5 30.4 52.4 3.8 5.3 0.3

不動産業、物品賃貸業 66.5 57.2 80.0 43.9 24.3 29.4 50.0 6.7 2.9 -

学術研究、専門・技術サービス業 70.4 61.9 90.0 60.7 41.8 25.6 61.3 1.5 2.1 0.8

宿泊業、飲食サービス業 55.2 44.1 72.5 27.6 11.1 24.5 38.0 0.5 6.6 0.3

生活関連サービス業、娯楽業 44.5 26.6 65.9 22.3 8.0 12.8 25.3 1.4 12.0 -

教育、学習支援業 53.5 19.5 62.5 23.6 13.5 28.3 31.2 1.0 16.0 0.3

医療、福祉 61.6 16.9 65.6 25.4 14.0 30.1 34.1 4.7 10.9 1.0

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 46.9 45.0 73.6 39.6 19.8 19.3 32.6 4.2 6.3 0.5

サービス業（他に分類されないもの） 60.2 48.3 73.5 45.1 24.4 27.9 39.6 2.3 7.9 0.4

業種

※産業保健スタッフがいる企業（「専属の産業医がいる」「嘱託の産業医がいる」「保健師がいる」「看護師がいる」「その他」のいずれか

を選択した企業）を対象に集計。
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外の相談専用窓口で受け付けている」などとする割合が高くなる。 

 

図表 2-2-3：治療と仕事との両立に関する相談体制（MA、単位＝％） 

 

 

(3)健康診断の実施状況とフォローアップ 

①健康診断の実施状況 

過去 1 年間の社員に対する健康診断の実施状況（企業が所属する健康保険組合が行ってい

る場合を含む。複数回答）についてまとめたものが図表 2-2-4 である。それによれば、「定期

健康診断」は 96.2％とほとんどの企業が実施している。そのほかの健康診断については、「人

間ドック」が 16.6％、「がん検診」が 9.7％、「肝炎ウイルス検査」が 3.8％などとなっている。 

 正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、いずれの健康診断の実施割合も高くなる。 
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・
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て

い

る

特

段
、

相

談

は

受

付

け

て

い

な

い

無

回

答

全体 3.0 4.7 56.5 36.3 3.8

10～29人 2.1 2.7 47.8 45.0 4.7

30～49人 2.1 5.1 66.1 26.6 3.6

50～99人 3.6 6.2 74.4 19.8 1.3

100 ～299 人 5.5 11.6 80.2 13.3 1.3

300 ～999 人 12.7 18.9 83.2 7.0 0.9

1000人以上 28.3 34.0 78.8 5.1 1.6

鉱業、採石業、砂利採取業 1.7 4.7 51.9 43.2 3.3

建設業 1.7 2.3 52.6 40.2 4.6

製造業 4.2 3.4 55.7 38.7 3.1

電気・ガス・熱供給・水道業 5.9 6.3 58.4 33.3 0.4

情報通信業 5.6 6.3 66.5 27.1 1.6

運輸業、郵便業 4.7 4.4 57.8 33.4 3.2

卸売業、小売業 2.7 2.5 51.1 42.6 3.9

金融業、保険業 6.4 8.4 64.3 27.5 3.2

不動産業、物品賃貸業 3.4 4.4 57.4 38.7 1.8

学術研究、専門・技術サービス業 3.1 6.5 51.5 38.3 6.8

宿泊業、飲食サービス業 2.3 5.6 55.1 36.8 4.5

生活関連サービス業、娯楽業 0.6 2.5 65.8 30.0 3.7

教育、学習支援業 1.6 6.4 56.2 33.0 5.8

医療、福祉 2.0 9.6 64.0 27.0 4.0

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 6.2 5.9 68.7 25.3 3.2

サービス業（他に分類されないもの） 4.4 6.1 58.9 33.7 3.2

業種

正社員

規模
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図表 2-2-4：過去 1 年間の社員に対する健康診断の実施状況（MA、単位＝％） 

 
 

②定期健康診断等の後のフォローアップ状況 

調査では、「定期健康診断等の後に、異常の所見が出ている社員に対するフォローアップ

状況（治療開始の促しや治療状況の把握）」について尋ねている。これをまとめたものが図表

2-2-5 である。それによれば、「会社人事部が主体となって産業保健スタッフ等と連携しフォ

ローアップしている」（28.5％）、「産業保健スタッフ等が主体となってフォローアップしてい

る」（8.2％）、「健康保険組合などの社外の組織を主体としてフォローアップしている」（24.9％）

となっており、「特段にフォローアップはしていない」は 36.4％となっている。 

正社員規模別にみると、おおむね規模が小さくなるほど、「特段にフォローアップはして

いない」「健康保険組合などの社外の組織を主体としてフォローアップしている」の割合は高

くなる。その一方で、規模が大きくなるほど、「産業保健スタッフ等が主体となってフォロー

アップしている」などの割合が高くなる傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

定

期

健
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が
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診
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間
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ッ

ク

肝
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ウ

イ

ル

ス
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上

の

い

ず

れ

も

し

て

い

な

い

無

回

答

全体 96.2 9.7 16.6 3.8 2.2 0.3

10～29人 94.9 7.2 11.6 2.6 3.2 0.3

30～49人 98.5 9.3 16.7 3.7 0.5 0.3

50～99人 98.8 13.2 25.2 4.9 0.8 0.1

100 ～299 人 99.0 19.1 35.5 8.3 0.5 0.3

300 ～999 人 99.8 26.9 46.6 15.0 - 0.2

1000人以上 99.9 43.9 57.9 16.8 - 0.1

鉱業、採石業、砂利採取業 95.9 9.0 15.9 4.2 1.6 -

建設業 97.8 7.0 11.8 1.6 1.0 -

製造業 97.2 9.8 14.5 2.3 1.5 0.5

電気・ガス・熱供給・水道業 98.4 18.3 38.1 9.0 0.4 -

情報通信業 98.2 9.2 47.6 3.9 0.8 -

運輸業、郵便業 98.1 8.2 11.9 1.6 0.9 0.2

卸売業、小売業 94.6 8.9 17.2 3.5 3.0 0.6

金融業、保険業 94.9 20.2 59.4 5.3 0.8 0.1

不動産業、物品賃貸業 94.6 9.4 34.8 1.9 0.9 -

学術研究、専門・技術サービス業 96.5 13.6 26.3 2.9 1.0 1.1

宿泊業、飲食サービス業 93.9 8.5 12.5 0.8 5.8 0.1

生活関連サービス業、娯楽業 94.5 8.4 10.2 1.9 4.4 -

教育、学習支援業 98.9 10.3 23.3 1.6 - 0.0

医療、福祉 97.5 12.3 11.0 12.2 1.1 0.1

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 97.7 22.6 54.3 10.0 1.2 -

サービス業（他に分類されないもの） 94.8 11.0 24.0 2.4 4.0 0.1

業種

正社員

規模
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図表 2-2-5：定期健康診断等の後のフォローアップ状況（SA、単位＝％） 

 

 

３．長期の病気治療のための病気休職制度 

(1)病気休職制度 

①病気休職制度の有無 

調査では、「貴社には、通常の年次有給休暇以外で、連続して 1 ヵ月以上、従業員が私傷

病時に利用できる休職・休業する制度（慣行を含む。労働災害で患った傷病による休職・休

業制度は除く）がありますか（以下、「病気休職制度」2と表記）」と尋ねている。これをまと

めたものが図表 2-3-1 である。それによれば、病気休職制度が「ある」とする割合は、65.6％

となっている。 

これを正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど病気休職制度が「ある」とする割合

が高くなる。 

 

                                                 
2 本調査では、「病気休職制度」について、「私傷病により連続して 1 ヵ月以上出勤できない状況でも、一定の

期間は雇用関係が継続されており、解雇や退職にならない制度のことをいいます（呼称の別は問いません）。以

下では、就業規則などに規定がある場合はその規定により、また、規定がなくても、慣行的に行われていれば、

その通常の場合についてご回答ください」などと定義している。 
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い

無

回

答

全体 28.5 8.2 24.9 36.4 2.0

10～29人 22.7 5.2 25.9 43.8 2.4

30～49人 30.0 8.3 28.4 31.8 1.5

50～99人 44.4 12.1 21.4 21.3 0.9

100 ～299 人 49.0 19.6 18.5 11.9 1.0

300 ～999 人 48.1 27.3 16.1 8.1 0.5

1000人以上 33.0 49.0 11.5 5.9 0.5

鉱業、採石業、砂利採取業 23.8 2.2 25.4 45.7 2.9

建設業 30.2 4.6 27.9 36.2 1.1

製造業 30.5 9.3 27.0 31.7 1.4

電気・ガス・熱供給・水道業 40.5 15.1 21.8 21.9 0.8

情報通信業 33.4 6.2 32.5 27.1 0.8

運輸業、郵便業 37.8 6.7 23.4 28.7 3.5

卸売業、小売業 23.8 4.5 26.9 42.9 1.9

金融業、保険業 33.9 8.4 33.2 22.9 1.7

不動産業、物品賃貸業 30.0 4.1 25.2 39.6 1.1

学術研究、専門・技術サービス業 24.7 8.7 25.1 41.4 0.1

宿泊業、飲食サービス業 28.4 3.9 19.9 44.4 3.3

生活関連サービス業、娯楽業 29.8 3.4 20.8 41.7 4.3

教育、学習支援業 19.8 13.2 28.2 37.5 1.3

医療、福祉 29.2 19.1 19.2 30.5 1.9

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 34.9 7.9 37.5 19.0 0.8

サービス業（他に分類されないもの） 28.6 8.4 25.7 34.9 2.3

業種

正社員

規模

－11－

調査シリーズNo.181

労働政策研究・研修機構（JILPT）



図表 2-3-1：病気休職制度の有無（SA、単位＝％） 

 
 

②休職期間中の収入 

調査では、「病気休職期間中に月例賃金（「傷病手当金」や「傷病手当付加金」等は除く3）

は支給されますか」と尋ねている。これをまとめたものが図表 2-3-2 である。それによれば、

「支給されない」が 73.3％、「支給される」が 24.4％となっている。 

次に、調査では、「貴社では、①傷病手当金の受給勧奨を行っていますか。また、②傷病

手当付加金はありますか」と尋ねている。これらをまとめたものが図表 2-3-3 である。それ

によれば、①傷病手当金の受給勧奨については、「受給勧奨している（または、貴社が支給の

手続きを代理している）」が 68.3％となっており、「前例がないのでわからない」が 25.6％、

「受給勧奨していない」が 4.7％となっている。 

正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、傷病手当金の「受給勧奨している」とす

る割合が高く、規模が小さくなるほど、「前例がないのでわからない」の割合が高い。いずれ

の規模も「受給勧奨していない」は少数である。規模が小さくなるほど、「前例がないのでわ

からない」とする割合が高まるが、「受給勧奨していない」企業が少数であることから、休職

者が発生した場合に「受給勧奨している」企業が多いことが示唆される。 

次に、②傷病手当付加金の有無については、「ある」とする企業が 15.0％となっている。

正社員規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど、「ある」とする割合が高くなる。 

                                                 
3 本調査では、「「傷病手当金」とは、健康保険法により、4 日目以降、最長 18 ヵ月（1 年 6 ヵ月）にわたり約

3 分の 2 の給与が補償される制度です。「傷病手当付加金」とは、貴社の健保が健康保険組合である場合に支給

される可能性のあるものです（共済からの手当金を含む）。支給割合は、「傷病手当金」とは別に 1 割～2 割 5
分程度です」と注記している。 

あ
る

な
い

無
回

答

全体 65.6 33.1 1.2

10～29人 58.0 40.5 1.5

30～49人 72.5 26.5 1.0

50～99人 80.4 18.7 0.9
100 ～299 人 88.1 11.4 0.5

300 ～999 人 91.8 8.2 -

1000人以上 95.2 4.8 -

鉱業、採石業、砂利採取業 51.8 47.0 1.2
建設業 55.6 42.7 1.7
製造業 62.5 35.3 2.3

電気・ガス・熱供給・水道業 80.7 18.5 0.8

情報通信業 80.2 18.5 1.3

運輸業、郵便業 64.3 35.5 0.2
卸売業、小売業 62.1 36.5 1.4

金融業、保険業 86.1 12.7 1.2

不動産業、物品賃貸業 72.2 27.8 -

学術研究、専門・技術サービス業 79.7 20.3 -
宿泊業、飲食サービス業 54.8 44.2 1.1

生活関連サービス業、娯楽業 70.1 29.9 -

教育、学習支援業 77.7 21.2 1.1

医療、福祉 73.4 25.7 0.9
複合サービス業（郵便局、協同組合など） 83.8 15.7 0.5
サービス業（他に分類されないもの） 75.4 23.8 0.9

業種

正社員
規模
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図表 2-3-2：病気休職期間中の月例賃金の支給状況（SA、単位＝％） 

 

 

図表 2-3-3：傷病手当金、傷病手当付加金の有無（SA、単位＝％） 

 

 

支
給

さ

れ

な
い

支
給

さ

れ

る 無
回

答

全体 73.3 24.4 2.3
10～29人 70.8 26.0 3.2

30～49人 78.3 20.8 0.8

50～99人 79.3 20.1 0.6

100 ～299 人 78.9 20.5 0.6

300 ～999 人 73.7 26.2 0.2
1000人以上 57.9 41.3 0.7

鉱業、採石業、砂利採取業 82.7 16.1 1.2

建設業 73.2 25.2 1.5

製造業 79.0 16.5 4.5

電気・ガス・熱供給・水道業 61.2 38.4 0.4
情報通信業 75.0 23.5 1.5

運輸業、郵便業 76.7 21.5 1.8

卸売業、小売業 70.4 26.7 2.9

金融業、保険業 43.3 56.2 0.5
不動産業、物品賃貸業 67.5 27.8 4.7
学術研究、専門・技術サービス業 72.2 26.8 1.0

宿泊業、飲食サービス業 79.9 18.7 1.4

生活関連サービス業、娯楽業 81.4 16.9 1.8

教育、学習支援業 49.8 48.8 1.4
医療、福祉 73.6 25.6 0.9
複合サービス業（郵便局、協同組合など） 54.5 44.6 0.8

サービス業（他に分類されないもの） 65.0 33.2 1.8

業種

正社員

規模

受
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勧
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し

て

い

る

（

ま

た

は
、

貴

社

が

支

給

の

手
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き

を

代

理

し

て

い

る
）

受

給

勧

奨

し

て

い

な

い 前

例

が

な

い

の

で

わ

か

ら

な

い

無

回

答

あ

る

な

い

前

例

が

な

い

の

で

わ

か

ら

な

い

無

回

答

全体 68.3 4.7 25.6 1.4 15.0 47.1 36.4 1.6

10～29人 59.8 5.4 33.1 1.8 13.7 40.5 43.9 1.9

30～49人 76.1 3.3 19.8 0.8 13.6 54.3 31.3 0.8

50～99人 86.9 3.3 9.4 0.3 15.8 60.1 22.7 1.5

100 ～299 人 92.5 3.2 3.4 0.8 19.1 68.9 11.4 0.6

300 ～999 人 94.8 3.8 0.8 0.6 31.6 61.2 5.9 1.2

1000人以上 94.0 5.4 0.4 0.2 52.7 42.5 3.4 1.4

鉱業、採石業、砂利採取業 74.9 1.7 23.4 - 12.7 56.5 30.0 0.8

建設業 64.0 3.9 31.1 1.0 12.5 36.1 49.2 2.2

製造業 77.1 2.3 19.3 1.2 15.4 50.3 33.0 1.3

電気・ガス・熱供給・水道業 60.3 7.6 31.4 0.8 16.3 52.0 28.6 3.1

情報通信業 75.1 3.3 21.6 - 18.5 53.9 27.6 -

運輸業、郵便業 72.8 4.7 21.9 0.7 17.8 49.2 31.4 1.6

卸売業、小売業 60.5 5.2 31.4 2.9 14.6 44.4 39.1 2.0

金融業、保険業 62.9 6.2 30.8 0.1 25.1 40.0 34.7 0.1

不動産業、物品賃貸業 62.8 6.4 29.9 0.9 12.9 49.8 36.4 0.9

学術研究、専門・技術サービス業 64.7 7.1 27.9 0.4 9.9 48.3 41.4 0.4

宿泊業、飲食サービス業 69.2 4.6 24.3 1.9 11.9 49.6 34.7 3.7

生活関連サービス業、娯楽業 73.9 7.3 18.8 - 17.0 54.5 28.6 -

教育、学習支援業 66.5 4.9 27.3 1.3 45.5 22.1 31.0 1.4

医療、福祉 70.2 6.0 23.3 0.6 10.4 52.5 36.0 1.1

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 79.0 6.3 14.4 0.3 9.1 59.1 30.0 1.8

サービス業（他に分類されないもの） 66.4 5.2 27.5 0.9 16.4 49.3 33.3 1.0

正社員

規模

業種

①傷病手当金の受給勧奨(SA) ②傷病手当付加金の有無(SA)
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③休職期間 

調査では、休職期間（欠勤期間を含む）について、①雇用保障期間（解雇や退職にならな

い期間）と②所得補償期間（賃金や傷病手当金、傷病手当付加金の休養給付などが支給され

ている期間）に分けて、「貴社の①雇用保障期間の上限と②所得補償期間の上限」について尋

ねている。 

①雇用保障期間の上限をまとめたものが図表 2-3-4 である。それによれば、「6 ヵ月超から

1 年まで」が 19.0％ともっとも割合が高く、次いで、「3 ヵ月超から 6 ヵ月まで」（13.9％）、

「1 年超から 1 年 6 ヵ月まで」（11.4％）、「1 ヵ月超から 3 ヵ月まで」（11.0％）などとなっ

ている。「上限なし」は 8.2％となっている。「1 年超・計」（「1 年超から 1 年 6 ヵ月まで」「1

年 6 ヵ月超から 2 年まで」「2 年超から 2 年 6 ヵ月まで」「2 年 6 ヵ月超から 3 年まで」「3 年

超」「上限なし」の合計）は 36.7％となっている。 

「1 年超・計」の割合を正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど高くなる。なお、

「上限なし」の割合は、おおむね規模が小さくなるほど、わずかではあるが高くなる。 

 

図表 2-3-4：休職期間での雇用保障期間の上限（SA、単位＝％） 

 
 

一方、②所得補償期間の上限をまとめたものが図表 2-3-5 である。所得補償期間では、「1

ヵ月以下」が 20.3％ともっとも割合が高く、次いで、「1 年超から 1 年 6 ヵ月まで」（13.6％）、

「１ヵ月超から 3 ヵ月まで」（13.4％）、「6 ヵ月超から 1 年まで」（12.0％）、「3 ヵ月超から 6

１
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３
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年

６
ヵ

月
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で

１

年
６
ヵ

月

超

か

ら
２

年
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で

２

年
超

か
ら

２

年

６
ヵ

月
ま

で

２

年
６
ヵ

月

超

か

ら
３

年
ま

で

３

年
超

上

限
な

し

無

回
答

全体 4.8 11.0 13.9 19.0 11.4 7.4 1.9 6.0 1.8 8.2 14.6 36.7
10～29人 6.5 13.2 15.4 18.5 7.6 4.8 1.0 5.6 1.1 8.8 17.7 28.9

30～49人 2.5 9.0 12.2 21.6 15.0 10.2 1.7 4.9 1.4 8.4 13.1 41.6

50～99人 1.5 6.9 12.9 20.5 17.2 11.8 3.3 6.8 2.4 9.2 7.4 50.7

100 ～299 人 0.9 4.4 8.9 19.0 26.8 14.6 5.9 7.3 4.1 3.6 4.5 62.3

300 ～999 人 0.2 2.0 6.2 15.6 23.2 17.2 10.0 11.8 7.6 1.5 4.7 71.3
1000人以上 0.4 1.2 2.3 5.8 15.1 18.0 12.4 22.9 19.0 1.2 1.7 88.6
鉱業、採石業、砂利採取業 8.2 5.3 13.2 12.7 11.7 7.1 5.4 1.8 - 12.2 22.3 38.2
建設業 6.9 11.0 14.3 17.2 9.8 8.2 1.3 3.9 0.4 9.5 17.5 33.1
製造業 2.1 12.8 11.1 20.9 14.0 8.5 2.5 4.3 2.1 6.4 15.3 37.8

電気・ガス・熱供給・水道業 2.4 3.3 6.6 16.9 11.7 16.7 9.9 12.0 6.7 6.5 7.4 63.5

情報通信業 1.4 13.4 18.1 17.9 12.2 8.9 3.2 3.8 4.1 11.9 5.2 44.1

運輸業、郵便業 7.9 8.7 13.4 20.5 14.2 5.2 1.4 4.2 1.2 8.9 14.5 35.1

卸売業、小売業 3.7 8.9 17.2 23.1 8.5 6.7 1.1 6.6 1.9 6.0 16.2 30.8
金融業、保険業 2.9 4.1 4.3 13.5 8.8 15.1 8.0 14.1 17.0 3.9 8.5 66.9
不動産業、物品賃貸業 10.2 8.8 9.0 13.5 8.9 7.5 2.7 10.1 5.2 7.1 16.9 41.5
学術研究、専門・技術サービス業 1.7 13.2 18.4 19.4 13.7 8.0 5.9 4.7 2.6 7.2 5.0 42.1
宿泊業、飲食サービス業 7.9 11.9 18.5 6.8 15.7 5.7 1.8 4.5 0.4 11.7 15.2 39.8

生活関連サービス業、娯楽業 3.5 11.5 14.3 18.9 9.2 7.5 1.3 4.5 0.3 15.9 13.1 38.7

教育、学習支援業 3.2 8.9 11.2 18.6 10.0 9.5 3.0 13.1 2.9 6.6 13.0 45.1

医療、福祉 7.1 13.1 10.1 19.7 10.4 6.5 1.1 7.9 1.1 8.5 14.6 35.5

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 1.0 1.3 3.8 12.2 17.5 22.3 13.2 12.6 4.1 5.3 6.7 75.0
サービス業（他に分類されないもの） 4.2 9.0 12.4 18.5 12.6 7.8 3.2 9.1 3.1 8.3 11.7 44.1

1

年
超

・
計

※「1年超・計」は、「1年超から1年6ヵ月まで」「1年6ヵ月超から2年まで」「2年超から2年6ヵ月まで」「2年6ヵ月超から3年まで」「3年超」「上限なし」

の合計。

正社員

規模

業種

雇用保障期間の上限
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ヵ月まで」（9.6％）などとなっている。「1 年超・計」（「1 年超から 1 年 6 ヵ月まで」「1 年 6

ヵ月超から 2 年まで」「2 年超から 2 年 6 ヵ月まで」「2 年 6 ヵ月超から 3 年まで」「3 年超」

「上限なし」の合計）は 23.8％となっている。 

「1 年超・計」の割合を正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど高くなる。 

 

図表 2-3-5：休職期間での所得補償期間の上限（SA、単位＝％） 

 
 

(2)失効年休積立制度 

調査では、失効した年次有給休暇を積み立てて、病気等で長期療養する場合に使える失効

年休積立制度4の有無及び、失効年休積立制度が「ある」とする企業において、総積立日数の

上限の有無、総積立日数に「上限はある」とする企業の総積立日数の上限日数について尋ね

ている。これらをまとめたものが図表 2-3-6 である。 

それによれば、まず、「①失効年休積立制度」が「ある」とする割合は 11.6％となってい

る。正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、失効年休積立制度が「ある」とする割

合が高くなる。 

次に、失効年休積立制度が「ある」とする企業について、「②総積立日数の上限の有無」

                                                 
4 病気休職制度や傷病休暇制度との混同を避けるため、調査票では、病気休職制度（欠勤期間含む）や傷病休暇

制度（特別休暇）とは別の制度と注記している。 
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上

限
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無

回
答

全体 20.3 13.4 9.6 12.0 13.6 3.9 0.7 1.5 0.6 3.5 20.9 23.8
10～29人 21.9 15.3 10.1 11.1 8.9 2.9 0.2 1.2 0.4 3.9 24.2 17.5

30～49人 18.4 11.5 8.3 13.2 15.8 5.3 0.5 1.3 0.5 3.9 21.3 27.3

50～99人 20.0 10.5 10.4 13.8 22.3 4.9 1.3 1.9 0.5 2.9 11.6 33.8

100 ～299 人 14.6 8.1 7.4 14.7 32.9 5.9 2.2 2.2 1.1 1.2 9.6 45.5

300 ～999 人 8.8 4.8 7.0 14.8 32.9 9.7 5.5 5.5 2.3 0.4 8.2 56.3
1000人以上 5.8 4.6 3.2 8.5 25.9 12.7 8.1 15.0 8.3 0.1 7.8 70.1
鉱業、採石業、砂利採取業 23.3 9.5 7.4 7.0 11.0 2.5 0.4 1.0 - 6.9 30.9 21.8
建設業 19.6 16.2 9.6 11.4 9.9 3.5 0.4 2.2 0.1 4.0 23.3 20.1
製造業 15.9 10.6 9.0 14.1 17.8 4.6 0.5 1.2 0.6 2.8 23.0 27.5

電気・ガス・熱供給・水道業 18.4 9.1 11.5 8.8 20.3 8.1 4.7 5.7 2.5 1.4 9.5 42.7

情報通信業 18.1 14.4 12.7 11.6 16.6 6.0 2.5 1.3 1.6 4.8 10.4 32.8

運輸業、郵便業 22.6 10.6 9.2 11.2 15.2 1.9 0.6 0.8 0.7 4.7 22.7 23.9

卸売業、小売業 20.8 14.3 10.6 11.7 11.8 3.8 0.4 1.1 0.6 2.8 22.0 20.5
金融業、保険業 10.1 8.0 9.5 12.4 17.9 9.9 6.3 7.3 5.1 1.6 11.9 48.1
不動産業、物品賃貸業 16.6 12.2 7.6 9.5 11.7 10.1 2.1 1.7 1.6 1.6 25.3 28.8
学術研究、専門・技術サービス業 23.9 14.4 12.4 12.4 16.5 3.6 0.8 2.9 1.5 3.3 8.2 28.6

宿泊業、飲食サービス業 27.3 12.8 13.7 5.2 14.0 2.1 0.3 0.4 0.1 4.2 19.8 21.1

生活関連サービス業、娯楽業 21.2 12.9 9.1 13.2 12.8 3.8 - 1.3 - 7.7 18.0 25.6

教育、学習支援業 14.3 14.2 10.0 14.1 12.4 6.7 2.6 5.6 1.8 2.9 15.5 32.0

医療、福祉 22.6 15.6 5.8 14.1 11.7 2.6 0.2 1.1 0.2 3.4 22.7 19.2

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 8.5 8.4 9.0 10.6 21.9 15.1 6.1 6.5 1.8 1.3 10.8 52.7
サービス業（他に分類されないもの） 18.6 12.9 9.5 12.4 15.1 5.1 1.7 3.0 1.0 3.0 17.9 28.9

1

年
超

・
計

※「1年超・計」は、「1年超から1年6ヵ月まで」「1年6ヵ月超から2年まで」「2年超から2年6ヵ月まで」「2年6ヵ月超から3年まで」「3年超」「上限なし」

の合計。

所得補償期間の上限

正社員

規模

業種
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を尋ねたところ、「上限はある」とする割合は 65.8％5となっている。 

総積立日数に「上限はある」とする企業について、「③総積立日数の上限日数」を尋ねた

ところ、「11～20 日まで」が 28.9％ともっとも割合が高く、次いで、「31～40 日まで」が 27.4％、

「51 日以上」6が 17.0％などとなっている。 

 

図表 2-3-6：失効年休積立制度及び、制度がある場合の総積立日数の上限及び上限日数 

（SA、単位＝％） 

 
 

(3)傷病休暇制度（特別休暇） 

調査では、年次有給休暇以外で利用できる、傷病休暇制度（特別休暇）7の有無について尋

ねている。これをまとめたものが図表 2-3-7 である。それによれば、傷病休暇制度（特別休

                                                 
5 本設問（総積立日数の上限の有無）は無回答が 30.5％と高いことに留意。 
6 調査票では、選択肢「51 日以上」について、具体的な日数の記入を求めている。それによれば、「51 日以上」

の企業における平均値は 70.58 日（標準偏差 29.12）、中央値 60 日となっている。 
7 調査票では、「休暇には、理由・目的を問わず自由に利用できる年次有給休暇と、病気や慶弔行事など特定の

理由が生じた場合に認められる特別休暇があります。年次有給休暇以外で、病気の治療目的の傷病休暇制度（特

別休暇）についてお答えください」などと注記している。病気休職制度（欠勤期間含む）や失効年休積立制度と

の混同を避けるため、調査票では、病気休職制度（欠勤期間含む）や失効年休積立制度とは別の制度とも注記し

ている。 

あ
る

な
い

無
回

答

上
限

が

な
い

上
限

は

あ
る

無
回

答

1
0

日

ま
で

1
1
～

2
0

日

ま
で

2
1
～

3
0

日

ま
で

3
1
～

4
0

日

ま
で

4
1
～

5
0

日

ま
で

5
1

日

以
上

無
回

答

全体 11.6 82.5 5.9 3.7 65.8 30.5 6.3 28.9 11.2 27.4 5.8 17.0 3.4

10～29人 9.7 83.5 6.9 4.8 58.6 36.6 9.8 31.3 10.0 26.4 3.8 13.8 4.9

30～49人 9.9 84.2 5.9 1.6 65.7 32.7 1.1 42.6 7.8 34.2 3.9 8.3 2.1

50～99人 10.7 85.7 3.6 4.7 78.1 17.2 4.0 21.2 14.7 25.2 11.0 21.4 2.5

100 ～299 人 21.7 76.6 1.7 1.8 75.2 23.0 3.5 22.6 11.9 31.0 7.4 21.5 2.2

300 ～999 人 38.4 58.9 2.7 1.9 76.4 21.7 4.1 23.5 16.8 21.6 6.2 27.3 0.6

1000人以上 53.1 43.6 3.2 1.9 84.7 13.4 1.6 19.5 10.8 24.5 12.4 28.5 2.7

鉱業、採石業、砂利採取業 16.1 81.8 2.1 14.5 58.9 26.6 - 21.8 17.4 34.5 4.4 21.8 -

建設業 6.9 86.8 6.2 9.1 47.6 43.3 1.1 31.1 7.0 13.3 4.4 27.1 15.9
製造業 15.3 79.0 5.7 0.6 69.4 30.0 8.7 18.9 12.1 32.7 9.3 17.4 0.8
電気・ガス・熱供給・水道業 42.1 52.0 5.9 - 68.5 31.5 7.1 18.9 15.8 22.7 14.5 21.0 -
情報通信業 15.0 79.8 5.2 0.3 68.6 31.1 0.4 31.1 17.7 17.8 4.1 28.4 0.4
運輸業、郵便業 8.6 83.6 7.9 2.0 76.3 21.6 1.1 31.0 5.7 17.5 13.7 20.3 10.8

卸売業、小売業 12.5 79.7 7.8 0.8 60.1 39.1 9.9 24.9 10.7 35.8 1.5 15.6 1.6

金融業、保険業 34.0 63.1 2.9 5.3 78.1 16.6 - 23.0 8.6 17.2 8.8 40.0 2.3

不動産業、物品賃貸業 16.8 78.6 4.6 2.9 80.8 16.2 - 21.2 10.1 30.9 4.8 23.8 9.3

学術研究、専門・技術サービス業 13.6 83.4 3.0 0.5 81.6 17.9 1.5 38.5 1.0 20.7 12.4 25.9 -

宿泊業、飲食サービス業 9.2 85.2 5.6 - 66.3 33.7 - 39.5 12.0 38.4 4.3 4.6 1.2

生活関連サービス業、娯楽業 8.7 86.7 4.6 11.4 48.1 40.5 - 29.9 21.3 12.8 10.4 4.3 21.3

教育、学習支援業 9.1 86.8 4.1 5.0 69.4 25.6 9.2 28.9 1.6 41.8 1.3 17.2 -

医療、福祉 9.0 85.4 5.6 13.0 62.2 24.8 13.2 47.1 18.5 10.7 1.7 3.1 5.9

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 16.0 81.1 2.9 1.3 75.3 23.5 1.2 29.6 4.5 32.7 4.8 27.2 -

サービス業（他に分類されないもの） 14.6 82.6 2.8 7.1 74.3 18.6 2.4 33.7 9.3 24.2 5.2 24.4 0.7

※「②総積立日数の上限の有無」は、失効年休積立制度が「ある」企業を対象に集計。「③総積立日数の上限の日数」は、総積立日数の上限で
「上限はある」とする企業を対象に集計。

失効年休積立制度が「ある」企業
①失効年休積立制度

の有無
②総積立日数の上限

の有無

総積立日数の上限で「上限はある」とする企業

③総積立日数の上限の日数

正社員
規模

業種
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暇）が「ある」とする割合は 24.6％となっている。正社員規模別にみると、規模が大きくな

るほど、傷病休暇制度（特別休暇）が「ある」とする割合が高くなる。 

 

図表 2-3-7：傷病休暇制度（特別休暇）の有無（SA、単位＝％） 

 
 

次に、傷病休暇制度（特別休暇）が「ある」とする企業について、傷病休暇制度の取得方

法（①1 日単位の取得可否、②時間単位取得制度の有無、③傷病休暇の有給・無給、④傷病

休暇取得の際の診断書の必要の有無）をみたものが図表 2-3-8 である。 

まず、「①傷病休暇制度の 1 日単位の取得可否」については、「1 日単位で取れる」が 81.1％、

「取れない（一定期間以上でないと取得できない）」が 16.8％となっている。 

「②傷病休暇の時間単位取得制度」については、「ある」が 22.6％、「ない」が 75.4％とな

っている。 

「③傷病休暇制度の有給・無給」については、「有給」が 46.8％、「一部有給」が 20.4％、

「無給」が 32.0％となっている。正社員規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど、

「有給」とする割合が高くなる。 

「④傷病休暇取得の際の診断書の必要の有無」については、「取得日数にかかわらず診断

書が必要」が 46.0％、「取得日数によって診断書が必要」が 40.7％となっており、「とくに診

断書等は必要でない」が 11.6％となっている。 

 

 

あ

る

な

い

無

回

答

全体 24.6 74.0 1.4
10～29人 22.8 75.4 1.8
30～49人 27.8 71.0 1.2

50～99人 27.2 72.5 0.3

100 ～299 人 27.8 72.0 0.3

300 ～999 人 29.0 70.4 0.6

1000人以上 38.8 61.2 -

鉱業、採石業、砂利採取業 16.5 82.3 1.2

建設業 19.3 79.4 1.3
製造業 22.6 76.8 0.6
電気・ガス・熱供給・水道業 30.9 68.3 0.8
情報通信業 24.2 74.9 0.9

運輸業、郵便業 22.0 75.9 2.1

卸売業、小売業 22.7 74.8 2.5

金融業、保険業 33.7 64.6 1.7

不動産業、物品賃貸業 28.6 70.8 0.6

学術研究、専門・技術サービス業 23.0 77.0 0.1

宿泊業、飲食サービス業 18.4 79.6 2.1
生活関連サービス業、娯楽業 22.2 77.4 0.4
教育、学習支援業 43.0 55.0 1.9
医療、福祉 31.7 67.3 1.0

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 30.0 69.1 1.0

サービス業（他に分類されないもの） 31.2 67.7 1.0

業種

正社員

規模
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１ 日 単 位 で 取 れ る

取 れ な い （ 一 定 期 間 以 上

で な い と 取 得 で き な い ）

無 回 答

あ る

な い

無 回 答

有 給

一 部 有 給

無 給

無 回 答

取 得 日 数 に か か わ ら ず 診

断 書 が 必 要

取 得 日 数 に よ っ て 診 断 書

が 必 要

と く に 診 断 書 等 は 必 要 で

な い
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４．治療と仕事の両立支援制度 

(1)柔軟な働き方支援制度と治療・療養目的の利用の可否 

調査では、①柔軟な働き方を支援するための制度の有無と、②各種制度がある場合に、私

傷病の治療や療養を目的に利用することが可能であるか尋ねている。 

①柔軟な働き方を支援するための制度の有無と、②各種制度がある場合の私傷病の治療や

療養を目的とした利用可否についてまとめたものが図表 2-4-1 である。 

まず、「①柔軟な働き方を支援するための制度の有無」では、「退職者の再雇用制度」（51.3％）

や「時間単位の休暇制度・半日休暇制度」（50.9％）が上位にあり、次いで、「所定内労働時

間を短縮する制度」（34.0％）、「時差出勤制度」（28.4％）、「フレックスタイム制度」（14.4％）、

「裁量労働制」（10.9％）、「在宅勤務制度」（7.2％）などとなっている。 

次に、「②私傷病の治療や療養を目的とした利用の可否」についてみると、「利用できる」

とする割合が高いのは、「時間単位の休暇制度・半日休暇制度」（91.3％）、「時差出勤制度」

（78.1％）、「フレックスタイム制度」（69.6％）、「所定内労働時間を短縮する制度」（64.9％）、

「裁量労働制」（56.9％）などとなっている。 

 

図表 2-4-1：柔軟な働き方支援制度と治療・療養目的の利用の可否（SA、単位＝％） 

 
 

 ①柔軟な働き方を支援するための制度の有無と、②各種制度がある場合の私傷病の治療や

療養を目的とした利用可否について、それぞれ正社員規模別にみたものが図表 2-4-2 である。 

 まず、「①柔軟な働き方を支援するための制度の有無」について正社員規模別にみると、お

おむね規模が大きくなるほど、ほとんどの制度で、「ある」とする割合が高くなる。 

 次に、「②私傷病の治療や療養を目的とした利用の可否」について正社員規模別にみると、

おおむね規模が小さくなるほど、「時差出勤制度」「所定内労働時間を短縮する制度」「裁量労

働制」「退職者の再雇用制度」において、私傷病の治療や療養を目的として「利用できる」と

する割合が高くなる傾向にある。 

 

 

 

ない ある 無回答
利用できる 利用できな

い

無回答

時差出勤制度 63.3 28.4 8.3 78.1 18.1 3.7

所定内労働時間を短縮する制度 57.8 34.0 8.3 64.9 32.0 3.2

時間単位の休暇制度・半日休暇制度 40.8 50.9 8.3 91.3 5.6 3.1

フレックスタイム制度 77.3 14.4 8.3 69.6 25.1 5.2

裁量労働制 80.8 10.9 8.3 56.9 37.7 5.5

在宅勤務制度 84.6 7.2 8.3 44.7 51.9 3.4

退職者の再雇用制度 40.4 51.3 8.3 55.4 34.9 9.7

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病の治療・療

養目的での利用可否(SA、単位＝％）

※「②制度がある場合、私傷病の治療目的での利用可否」は、①で各種制度が「ある」とする企業を対象に集計。
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図表 2-4-2：柔軟な働き方支援制度と治療・療養目的の利用の可否（SA、単位＝％） 

 

 

(2)疾患罹患者への配慮事項 

調査では、「私傷病等の疾患罹患者が出た場合に、仕事内容、業務量、勤務時間などの働

ない ある 無回答
利用で

きる

利用で

きない

無回答
ない ある 無回答

利用で

きる

利用で

きない

無回答

63.3 28.4 8.3 78.1 18.1 3.7 57.8 34.0 8.3 64.9 32.0 3.2

10～29人 63.3 26.5 10.2 83.4 12.2 4.4 60.9 28.9 10.2 72.9 23.8 3.3

30～49人 64.0 28.7 7.3 75.2 20.9 3.9 57.2 35.6 7.3 63.4 33.3 3.3

50～99人 66.3 29.9 3.7 72.5 25.8 1.8 55.9 40.3 3.7 55.7 41.8 2.5

100 ～299 人 61.3 36.0 2.7 64.9 32.8 2.3 43.5 53.8 2.7 47.8 48.3 3.9

300 ～999 人 57.4 41.0 1.6 57.2 40.6 2.1 35.4 63.1 1.6 43.3 55.2 1.5

1000人以上 47.4 51.3 1.3 54.8 43.8 1.4 22.4 76.4 1.3 50.0 47.7 2.3

ない ある 無回答
利用で

きる

利用で

きない

無回答
ない ある 無回答

利用で

きる

利用で

きない

無回答

40.8 50.9 8.3 91.3 5.6 3.1 77.3 14.4 8.3 69.6 25.1 5.2

10～29人 43.5 46.3 10.2 92.2 4.5 3.2 77.1 12.7 10.2 72.8 21.5 5.7

30～49人 38.4 54.3 7.3 89.6 6.3 4.0 77.5 15.2 7.3 65.9 27.6 6.6

50～99人 36.5 59.8 3.7 91.3 6.4 2.3 83.1 13.2 3.7 70.7 27.8 1.5

100 ～299 人 33.4 63.9 2.7 87.4 9.4 3.1 76.1 21.2 2.7 57.6 36.7 5.7

300 ～999 人 27.1 71.4 1.6 90.2 8.6 1.2 69.7 28.7 1.6 67.0 29.5 3.5

1000人以上 22.4 76.3 1.3 93.7 5.5 0.9 50.5 48.2 1.3 69.8 27.2 3.0

ない ある 無回答
利用で

きる

利用で

きない

無回答
ない ある 無回答

利用で

きる

利用で

きない

無回答

80.8 10.9 8.3 56.9 37.7 5.5 84.6 7.2 8.3 44.7 51.9 3.4

10～29人 79.0 10.8 10.2 65.2 29.6 5.2 82.8 7.0 10.2 50.3 47.6 2.1

30～49人 81.9 10.8 7.3 48.5 46.1 5.5 85.8 6.9 7.3 27.4 64.4 8.1

50～99人 86.5 9.7 3.7 50.4 42.9 6.7 90.1 6.1 3.7 46.1 53.9 -

100 ～299 人 86.3 11.0 2.7 26.2 67.2 6.7 89.3 8.0 2.7 27.6 61.7 10.7

300 ～999 人 85.9 12.6 1.6 24.4 71.3 4.3 89.2 9.3 1.6 41.4 58.3 0.2

1000人以上 73.8 25.0 1.3 23.7 69.6 6.7 72.2 26.5 1.3 49.8 46.0 4.3

ない ある 無回答
利用で

きる

利用で

きない

無回答

40.4 51.3 8.3 55.4 34.9 9.7

10～29人 42.5 47.3 10.2 60.6 29.2 10.2

30～49人 34.0 58.7 7.3 53.4 36.7 9.9

50～99人 39.4 56.9 3.7 49.0 43.8 7.2

100 ～299 人 36.5 60.9 2.7 40.6 49.9 9.5

300 ～999 人 38.3 60.2 1.6 33.6 56.1 10.3

1000人以上 30.8 67.9 1.3 29.7 62.5 7.9

※「②制度がある場合、私傷病の治療・療養目的での利用可否」は、①で各種制度が「ある」とする企業を対象に集計。

全体

全体

全体

全体

正

社

員

規

模

正

社

員

規

模

正

社

員

規

模

①制度の有無

(SA、単位＝％）

正

社

員

規

模

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

裁量労働制

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

時間単位の休暇制度・半日休暇制度

在宅勤務制度

時差出勤制度 所定内労働時間を短縮する制度

フレックスタイム制度

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

①制度の有無

(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

②制度がある場合、私傷病

の治療・療養目的での利用

可否(SA、単位＝％）

退職者の再雇用制度
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き方を見直すことがあるか」（複数回答）を尋ねている。「そもそも疾患罹患者の前例がない」

及び無回答を除き集計したものが図表 2-4-3 である8。それによれば、「通院治療のための休

暇取得の促進」が 56.9％ともっとも多く、次いで、「仕事内容を変更した（軽微な作業に就

ける等）」（56.4％）、「所定内労働時間の短縮」（47.9％）、「業務量の削減」（45.2％）、「残業・

休日労働の制限・禁止」（43.5％）、「配置を変更した（所属部署の変更等）」（43.2％）、「疾患

治療についての職場の理解の促進」（35.6％）などとなっている。「働き方の変更はしない」

は 3.3％と少数である。 

 これを正社員規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど、「仕事内容を変更した（軽

微な作業に就ける等）」「業務量の削減」「残業・休日労働の制限・禁止」「配置を変更した（所

属部署の変更等）」「役職を解いた」などの割合が高くなる。 

 

図表 2-4-3：疾患罹患者への配慮事項（MA、単位＝％） 

 
                                                 
8 疾患罹患者がいない企業もありうることから、「そもそも疾患罹患者の前例がない」の選択肢を設けている。

「そもそも疾患罹患者の前例がない」及び無回答を含めた集計結果については、本報告書掲載の資料・付属統計

表を参照。 

所

定
内

労

働
時

間

の

短
縮

残

業
・

休

日
労

働

の

制
限

・

禁

止 通

院
治

療

の
た

め

の

休
暇

取

得

の

促
進

配

置
を

変

更
し

た
（

所
属

部

署

の

変
更

等
）

仕

事
内

容

を
変

更

し

た
（

軽

微

な

作
業

に

就
け

る

等
）

業

務
量

の

削
減

役

職
を

解

い
た

就

業
形

態

を
変

更

し

た
（

正

社

員

か
ら

パ
ー

ト

等

に

転
換
）

疾

患
治

療

に
つ

い

て

の
職

場

の

理

解
の

促

進

そ

の
他

働

き
方

の

変
更

は

し

な
い

全体 47.9 43.5 56.9 43.2 56.4 45.2 14.8 19.4 35.6 1.7 3.3
10～29人 49.1 39.2 59.8 35.0 52.2 42.5 10.9 18.1 35.5 1.9 3.8

30～49人 45.4 46.3 58.7 45.4 58.2 45.0 13.8 19.0 35.6 1.3 3.7
50～99人 44.3 45.2 52.6 53.7 60.9 48.2 18.9 22.2 34.0 1.3 2.5

100 ～299 人 50.5 54.9 46.2 64.9 66.2 51.3 26.8 23.2 34.9 1.1 1.7
300 ～999 人 43.1 63.0 43.2 74.5 75.9 59.4 33.4 22.9 40.4 2.2 1.3

1000人以上 53.6 80.5 50.0 82.7 77.8 76.6 47.9 22.3 52.8 1.7 0.6
鉱業、採石業、砂利採取業 27.1 34.6 44.5 33.0 51.4 26.5 11.2 4.8 18.1 2.1 11.1

建設業 41.8 38.2 62.2 40.4 63.7 43.9 6.9 11.2 34.8 1.1 3.7
製造業 42.4 48.6 51.3 44.3 63.1 43.3 12.8 13.1 35.8 0.6 3.6

電気・ガス・熱供給・水道業 27.3 55.6 53.0 51.8 62.1 53.4 14.7 5.4 40.5 1.7 3.6

情報通信業 53.7 59.7 57.9 47.0 59.2 63.5 20.3 14.0 31.0 2.2 1.6

運輸業、郵便業 42.7 39.1 54.5 40.8 57.3 46.4 8.5 11.7 23.3 0.7 5.9

卸売業、小売業 49.5 42.6 57.8 44.2 50.1 38.3 15.4 17.7 34.9 3.3 2.5

金融業、保険業 45.3 49.5 60.3 60.5 56.4 53.8 24.4 10.5 42.1 1.8 1.4

不動産業、物品賃貸業 54.0 46.7 62.3 41.8 50.4 50.2 13.7 13.9 33.0 4.5 2.6

学術研究、専門・技術サービス業 50.3 48.0 62.1 36.3 52.9 63.0 11.3 11.8 43.0 3.3 4.8

宿泊業、飲食サービス業 62.1 44.4 57.1 45.4 59.3 48.6 21.3 35.7 39.8 1.4 1.3

生活関連サービス業、娯楽業 46.8 42.9 56.3 43.6 52.4 34.0 17.9 24.0 33.5 1.8 4.6

教育、学習支援業 46.8 42.2 57.9 35.9 48.9 51.4 18.1 19.3 35.5 1.2 6.7

医療、福祉 51.8 39.2 59.7 43.8 56.2 48.4 18.3 33.5 40.5 1.2 2.5

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 29.1 33.1 43.7 66.5 58.5 37.4 28.4 9.5 33.9 1.9 4.0

サービス業（他に分類されないもの） 43.5 44.2 54.4 42.0 51.3 49.9 14.7 14.7 33.8 1.3 4.0

業種

※「そもそも疾患罹患者の前例がない」及び無回答を除き集計。

正社員

規模
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(3)試し出勤制度の有無 

調査では、「休職者の復職に当たって、短時間勤務など慣らし運転的に復職を始める「試

し出勤制度（リハビリ出社等、制度の名称は問いません）」（慣行を含む）があるか」を尋ね

ている。これをまとめたものが図表 2-4-4 である。 

それによれば、試し出勤制度が「ある」とする割合は、32.5％となっている。正社員規模

別にみると、規模が大きくなるほど、試し出勤制度が「ある」とする割合が高くなる。 

 

図表 2-4-4：試し出勤制度の有無（SA、単位＝％） 

 
 

(4)復職支援プログラムの有無 

調査では、「復職支援プログラム」（休業から職場復帰までの流れ（制度や関係者の役割な

ど）をあらかじめ明確にしたもの）があるかを尋ねている。これをまとめたものが図表 2-4-5

である。それによれば、復職支援プログラムが「ある」とする割合は、6.3％となっている。 

正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、復職支援プログラムが「ある」とする割

合が高くなる。 

 

 

 

 

 

あ

る

な

い

無

回

答

全体 32.5 65.8 1.8

10～29人 27.1 70.8 2.1

30～49人 35.2 62.8 1.9

50～99人 38.7 60.7 0.6

100 ～299 人 53.1 46.2 0.7

300 ～999 人 63.4 36.2 0.4

1000人以上 72.1 27.7 0.1

鉱業、採石業、砂利採取業 20.5 77.5 2.1

建設業 22.7 74.9 2.4

製造業 32.8 65.7 1.5

電気・ガス・熱供給・水道業 32.2 67.0 0.9

情報通信業 45.2 53.0 1.8

運輸業、郵便業 35.8 62.5 1.7

卸売業、小売業 28.0 69.9 2.1

金融業、保険業 35.3 64.2 0.5

不動産業、物品賃貸業 30.1 69.9 -

学術研究、専門・技術サービス業 35.0 62.7 2.3

宿泊業、飲食サービス業 37.2 60.6 2.2

生活関連サービス業、娯楽業 30.7 69.3 -

教育、学習支援業 27.2 70.3 2.5

医療、福祉 38.8 59.9 1.3

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 39.0 60.8 0.2

サービス業（他に分類されないもの） 36.7 61.3 2.0

業種

正社員

規模
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図表 2-4-5：復職支援プログラムの有無（SA、単位＝％） 

 

 

(5)健康経営 

①従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況 

調査では、「貴社の経営トップ（役員等）は従業員の健康保持・増進に積極的に関与して

いますか」と尋ねている（以下、「従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況」

と略す）。これをまとめたものが図表 2-4-6 である。 

従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況については、「積極的・計」（「非

常に積極的」（18.3％）、「やや積極的」（44.4％）の合計）が 62.7％となっており、「消極的・

計」（「全く消極的」（7.6％）、「やや消極的」（27.6％）の合計）が 35.2％となっている。「積

極的・計」の割合が「消極的・計」の割合を上回っている。 

これを正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「積極的・計」の割合が高くなる

（とくに「非常に積極的」の割合は正社員規模が大きくなるほど高くなる傾向にある）。 

 「積極的・計」の割合を業種別にみると、「情報通信業」が 77.6％ともっとも高く、次い

で、「電気・ガス・熱供給・水道業」（76.8％）、「金融業、保険業」（72.9％）、「運輸業、郵便

業」（72.7％）などとなっている。 

 

 

 

あ

る

な

い

無

回

答

全体 6.3 92.1 1.6

10～29人 3.8 94.2 2.0

30～49人 4.4 93.9 1.7

50～99人 6.1 93.5 0.4

100 ～299 人 17.8 81.7 0.6

300 ～999 人 36.5 62.8 0.6

1000人以上 59.7 40.0 0.3

鉱業、採石業、砂利採取業 2.2 95.8 2.1

建設業 2.7 95.4 1.9

製造業 8.7 90.1 1.2

電気・ガス・熱供給・水道業 13.3 86.0 0.7

情報通信業 18.4 79.8 1.8

運輸業、郵便業 3.3 94.8 1.9

卸売業、小売業 4.9 93.1 2.0

金融業、保険業 11.5 88.4 0.1

不動産業、物品賃貸業 5.5 94.2 0.2

学術研究、専門・技術サービス業 9.7 87.2 3.1

宿泊業、飲食サービス業 3.7 94.2 2.1

生活関連サービス業、娯楽業 3.7 95.4 0.9

教育、学習支援業 4.9 93.5 1.6

医療、福祉 7.0 91.7 1.3

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 13.6 85.9 0.5

サービス業（他に分類されないもの） 10.1 88.1 1.7

正社員

規模

業種
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図表 2-4-6：従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況（SA、単位＝％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②健康経営 

調査では、「貴社は健康経営9について取り組んでいますか」と尋ねている。これをまとめ

たものが図表 2-4-7 である。 

それによれば、「すでに取り組んでいる」が 15.2％、「現在、検討中」が 28.1％となってお

り、「取り組んでいない」が 53.9％となっている。 

正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、「すでに取り組んでいる」「現在、検討中」

の割合が高くなる。 

「すでに取り組んでいる」とする割合を業種別にみると、「金融業、保険業」が 28.1％と

もっとも高く、次いで、「電気・ガス・熱供給・水道業」（25.9％）、「複合サービス業（郵便

局、協同組合など）」（21.0％）、「情報通信業」（20.6％）、「医療、福祉」（19.5％）などとな

っている。 

 従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況別にみると、経営トップの関与状

況が積極的とする企業であるほど、「すでに取り組んでいる」とする割合が高い。 

 

 

                                                 
9 本調査では、健康経営とは、「従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営課題として捉え、その実践を図る

ことで従業員の健康の維持・増進と会社の生産性向上を目指す経営手法」と定義している。 

非
常
に
積
極
的

や
や
積
極
的

や
や
消
極
的

全
く
消
極
的

無
回
答

全体 18.3 44.4 27.6 7.6 2.1 62.7 35.2 2.1
10～29人 16.9 42.0 30.0 9.1 2.1 58.9 39.1 2.1
30～49人 18.0 47.3 26.0 5.9 2.7 65.3 31.9 2.7
50～99人 21.3 50.1 21.5 5.5 1.5 71.4 27.0 1.5
100 ～299 人 23.4 49.6 22.4 3.2 1.4 73.0 25.6 1.4
300 ～999 人 25.8 50.0 20.0 2.8 1.4 75.8 22.8 1.4
1000人以上 33.0 51.0 11.6 1.9 2.6 84.0 13.5 2.6
鉱業、採石業、砂利採取業 15.4 44.1 28.7 10.2 1.6 59.5 38.9 1.6
建設業 19.5 39.7 28.1 10.2 2.5 59.2 38.3 2.5
製造業 15.6 42.7 29.5 10.4 1.8 58.3 39.9 1.8
電気・ガス・熱供給・水道業 25.5 51.3 15.6 6.3 1.3 76.8 21.9 1.3
情報通信業 29.1 48.5 14.0 5.6 2.8 77.6 19.6 2.8
運輸業、郵便業 19.9 52.8 21.1 3.4 2.9 72.7 24.5 2.9
卸売業、小売業 15.7 42.1 32.8 7.2 2.1 57.8 40.0 2.1
金融業、保険業 26.9 46.0 21.0 3.7 2.4 72.9 24.7 2.4
不動産業、物品賃貸業 17.7 46.2 27.8 6.9 1.4 63.9 34.7 1.4
学術研究、専門・技術サービス業 16.6 46.2 22.7 9.1 5.3 62.8 31.8 5.3
宿泊業、飲食サービス業 15.2 49.5 26.8 7.3 1.2 64.7 34.1 1.2
生活関連サービス業、娯楽業 13.6 39.2 32.4 13.5 1.3 52.8 45.9 1.3
教育、学習支援業 13.9 45.1 30.4 8.8 1.8 59.0 39.2 1.8
医療、福祉 25.5 45.3 23.9 4.1 1.2 70.8 28.0 1.2
複合サービス業（郵便局、協同組合など） 16.9 46.5 28.2 5.3 3.1 63.4 33.5 3.1
サービス業（他に分類されないもの） 20.3 47.8 23.1 5.8 3.0 68.1 28.9 3.0

※「積極的・計」は「非常に積極的」と「やや積極的」の合計。「消極的・計」は「全く消極的」と「やや消極的」
　の合計。

無
回
答

正社員
規模

業種

従業員の健康保持・増進に対する経営
トップ（役員等）の関与状況

「
積
極
的
・
計
」

「
消
極
的
・
計
」
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図表 2-4-7：健康経営の取り組み状況（SA、単位＝％） 

 
 

③従業員の健康保持・増進に係わる事項の実施状況 

調査では、従業員の健康保持・増進に係わる事項の実施状況（複数回答）についても尋ね

ている。これをまとめたものが図表 2-4-8 である。それによれば、「いずれも実施していない」

が 52.0％で半数を占めるものの、それ以外の約 4 割の企業が従業員の健康保持・増進に係わ

る事項の何らかを実施をしている。具体的な実施内容としては、「従業員の健康保持・増進に

係わる施策の実施」が 19.8％ともっとも多く、次いで、「従業員の健康保持・増進に関して、

経営レベルの会議で議題にしている」（13.0％）、「従業員の健康保持・推進の担当者に対して

教育・研修を実施」（12.0％）、「管理職に対して、従業員の健康保持・推進施策についての教

育・研修を実施」（9.7％）、「従業員の健康保持・増進の理念・方針の明文化」（9.0％）など

となっている。 

これを正社員規模別にみると、規模が大きくなるほどいずれの事項の実施割合も高くなる

傾向にある。とくに 1000 人以上規模ではいずれの事項の実施割合においても、もっとも割

合が高くなっている。一方、「いずれも実施していない」とする割合は、規模が小さくなるほ

ど高くなる。 

す

で

に

取

り

組

ん

で

い

る

現

在
、

検

討

中

取

り

組

ん

で

い

な

い

無

回

答

全体 15.2 28.1 53.9 2.7

10～29人 12.4 26.4 58.1 3.1

30～49人 15.7 29.6 52.4 2.3

50～99人 21.7 30.7 45.8 1.8

100 ～299 人 23.0 34.1 41.2 1.7

300 ～999 人 30.0 34.3 34.6 1.2

1000人以上 41.8 37.3 19.8 1.1

鉱業、採石業、砂利採取業 6.1 33.7 57.0 3.3

建設業 10.1 28.8 56.6 4.5

製造業 14.5 24.9 58.7 1.9

電気・ガス・熱供給・水道業 25.9 31.7 41.1 1.3

情報通信業 20.6 38.0 38.9 2.5

運輸業、郵便業 18.5 37.9 39.7 3.8

卸売業、小売業 15.6 24.5 56.5 3.3

金融業、保険業 28.1 27.3 43.4 1.2

不動産業、物品賃貸業 16.3 20.6 61.9 1.3

学術研究、専門・技術サービス業 15.6 25.7 53.4 5.4

宿泊業、飲食サービス業 9.8 37.1 52.2 0.9

生活関連サービス業、娯楽業 12.0 30.0 56.2 1.8

教育、学習支援業 12.1 28.4 58.2 1.2

医療、福祉 19.5 27.1 50.7 2.8

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 21.0 20.2 56.4 2.5

サービス業（他に分類されないもの） 18.1 28.3 51.4 2.2

非常に積極的 42.4 30.3 24.5 2.8

やや積極的 14.2 35.6 47.9 2.3

やや消極的 3.3 20.5 75.3 0.9

全く消極的 2.3 9.2 87.9 0.6

従業員の健康保

持・増進に係わ

る経営トップの

関与状況

業種

正社員規模
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従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況別にみると、経営トップの関与状

況が積極的とする企業であるほど、いずれの事項の実施割合も高くなる傾向にある。 

 

図表 2-4-8：従業員の健康保持・増進に係わる事項の実施状況（MA、単位＝％） 

 

 

 (6)企業と健康保険組合等保険者との連携状況10 

回答企業の健康保険組合等保険者の種別（複数回答）については、「協会けんぽ（全国健

康保険協会）」が 77.8％ともっとも多く、次いで、「総合組合（同業種の複数の企業で共同設

立）」（11.4％）、「単一組合（貴社グループ単独で設立）」（4.1％）などとなっている。 

正社員規模別にみると、規模が小さくなるほど、「協会けんぽ」の割合が高く、おおむね

規模が大きくなるほど、「単一組合（貴社グループ単独で設立）」「総合組合（同業種の複数

の企業で共同設立）」などの割合が高い（図表 2-4-9）。 

 

 

                                                 
10 調査票では、企業と健康保険組合との連携について、「平成 27 年度から厚生労働省の下で「データヘルス計

画」が始まり、健康保険組合の取組に対する企業の関与（企業・健保組合の連携：コラボヘルス）が求められて

います。データヘルス計画とは、健康保険組合等が保有するレセプト（診療報酬明細書）や特定健診・特定保健

指導などの情報を活用し、加入者の健康づくりや疾病予防、重症化予防につなげるものです」と注記している。 

従

業
員

の

健
康

保
持

・

増
進

の

理

念

・
方

針

の
明

文
化

従

業
員

の

健
康

保
持

・

増
進

に

関

す

る
取

り

組
み

を
社

外

に
情

報

開

示
（

Ｃ

Ｓ

Ｒ
報

告
書

等
）

従

業
員

の

健
康

保
持

・

増
進

に

関

し

て
、

経

営
レ

ベ
ル

の

会
議

で

議

題

に
し

て

い
る

従

業
員

の

健
康

保
持

・

増
進

に

関

す

る
独

立

し
た

専
任

部

署
を

設

置

経

営
ト
ッ

プ
層

等
に

C
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健
康
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最

高
責
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）

を
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置 従

業
員

の

健
康

保
持

・

増
進

に

係

わ

る
施

策

の
実

施

従

業
員

の

健
康

保
持

・

推
進

の

担

当

者
に

対

し
て

教
育

・

研
修

を

実

施 管

理
職

に

対
し

て
、

従

業
員

の

健

康

保
持

・

推
進

施
策

に

つ
い

て

の

教

育
・

研

修
を

実
施

健

康
保

持

・
増

進
に

係

わ
る

施

策

の

効
果

検

証
の

実
施

そ

の
他

以

上
の

い

ず
れ

も
実

施

し
て

い

な

い 無

回
答

全体 9.0 1.8 13.0 1.5 0.9 19.8 12.0 9.7 2.9 4.5 52.0 4.7

10～29人 6.8 0.7 10.4 0.8 0.6 15.0 8.0 7.2 1.9 4.6 58.5 5.1
30～49人 10.2 2.1 13.9 1.0 0.8 20.5 14.9 10.4 3.2 4.3 46.8 4.9
50～99人 13.0 3.1 17.4 2.3 1.4 28.2 19.0 12.3 5.0 5.3 40.5 3.3

100 ～299 人 13.6 4.4 22.0 4.0 1.8 36.9 23.8 16.7 4.2 3.6 33.1 4.2

300 ～999 人 20.5 6.7 24.6 7.6 3.1 46.5 30.0 29.0 10.1 5.3 21.1 2.6
1000人以上 41.1 30.8 35.5 23.2 11.3 63.2 41.4 44.9 22.4 2.4 16.4 1.7

鉱業、採石業、砂利採取業 4.7 2.1 4.5 - - 11.1 8.9 11.8 1.7 2.5 61.0 7.5

建設業 5.8 0.6 9.4 0.8 0.1 18.7 7.7 9.6 2.4 5.3 56.8 4.8

製造業 9.9 2.0 12.3 2.1 0.7 20.4 10.5 8.5 3.1 3.6 51.9 7.0
電気・ガス・熱供給・水道業 15.1 3.2 15.5 3.1 2.3 40.4 29.7 16.5 7.5 4.2 32.5 3.5

情報通信業 8.2 2.0 23.5 1.6 1.6 32.1 13.6 13.2 5.2 6.0 40.2 3.5

運輸業、郵便業 11.5 2.7 15.6 1.9 2.1 21.7 18.4 14.8 3.2 4.8 40.7 6.0

卸売業、小売業 9.3 1.4 13.7 1.0 0.5 17.8 9.9 6.9 2.2 4.6 55.6 4.3
金融業、保険業 13.3 3.8 14.9 2.5 2.1 39.7 17.6 15.0 6.6 3.8 37.2 3.9

不動産業、物品賃貸業 8.5 1.5 6.7 1.1 3.2 19.5 7.7 4.6 3.1 5.2 58.4 4.0

学術研究、専門・技術サービス業 8.6 1.3 19.0 3.2 3.4 22.7 11.0 9.0 1.9 3.9 49.2 7.9
宿泊業、飲食サービス業 6.6 1.3 13.7 0.2 0.4 12.2 10.6 8.6 3.1 4.1 58.8 3.1
生活関連サービス業、娯楽業 6.7 3.0 10.1 0.4 0.9 17.1 4.7 6.6 2.8 4.9 65.6 2.8

教育、学習支援業 7.2 1.3 13.4 3.4 0.6 19.9 10.6 9.0 2.9 4.8 50.3 4.4

医療、福祉 10.3 2.6 12.2 2.1 1.1 21.6 19.5 13.8 2.9 5.7 43.1 3.8
複合サービス業（郵便局、協同組合など） 9.2 2.4 11.4 1.2 1.9 30.1 25.2 19.4 5.9 3.0 39.5 4.5
サービス業（他に分類されないもの） 11.0 2.3 13.5 2.2 1.1 24.7 14.6 11.9 3.9 2.8 50.7 3.4

非常に積極的 22.9 5.3 29.3 4.6 3.4 38.9 26.6 22.1 6.5 7.4 20.6 3.5

やや積極的 9.4 1.7 14.9 1.4 0.6 22.9 12.6 10.7 3.2 4.6 45.1 3.3
やや消極的 2.0 0.3 3.6 0.1 0.0 8.3 5.0 2.8 0.9 3.8 74.6 4.2
全く消極的 0.2 0.1 0.5 0.5 - 2.3 1.1 0.2 0.2 1.3 92.0 2.5

業種

正社員規模

従業員の健康保
持・増進に係わ

る経営トップの

関与状況
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図表 2-4-9：回答企業の健康保険組合等保険者の種別（MA、単位＝％） 

 

 

次に、調査では、「従業員の健康保持・増進の取り組みを推進するために、健保組合等の

保険者が保有する自社の従業員の健康状態に係るデータを活用するなど、健保組合等の保険

者と連携することがありますか」と尋ねている。これをまとめたものが図表 2-4-10 である。

それによれば、健保組合等の保険者と「連携することがある」が 30.3％となっており、「連

携したことはない」が 67.5％となっている。 

これを正社員規模別にみると、規模が大きくなるほど、健保組合等の保険者と「連携する

ことがある」とする割合が高くなる。 

従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況別にみると、経営トップの関与状

況が積極的とする企業であるほど、健保組合等の保険者と「連携することがある」とする割

合が高くなっている。 

健康経営の取組状況別にみると、健康経営に「すでに取り組んでいる」とする企業で、健

保組合等の保険者と「連携することがある」とする割合がもっとも高くなっている。 

 

 

 

 

単

一

組

合
（

貴

社

グ

ル
ー

プ

単

独

で

設

立
）

総

合

組

合
（

同

業

種

の

複

数

の

企

業

で

共

同

設

立
）

協

会

け

ん

ぽ
（

全

国

健

康

保

険

協

会
）

国

民

健

康

保

険

共

済

組

合

無

回

答

全体 4.1 11.4 77.8 3.9 2.9 1.7

10～29人 2.0 8.3 82.0 4.8 2.8 1.9

30～49人 2.6 12.8 78.6 2.5 2.7 1.9

50～99人 5.7 14.0 75.4 2.9 2.9 1.0

100 ～299 人 12.4 25.1 58.8 1.1 3.2 0.8

300 ～999 人 25.9 30.4 39.9 1.1 4.8 0.2

1000人以上 46.8 22.8 24.3 1.6 9.1 0.1

鉱業、採石業、砂利採取業 3.5 3.9 88.0 3.7 - 2.5

建設業 1.7 6.6 88.2 3.8 0.1 1.2

製造業 6.3 10.1 80.8 3.6 0.5 0.9

電気・ガス・熱供給・水道業 17.2 10.2 66.2 - 7.2 1.3

情報通信業 7.4 46.0 44.2 2.1 0.2 0.8

運輸業、郵便業 5.1 11.8 79.2 3.9 0.8 1.6

卸売業、小売業 3.5 15.2 77.1 2.5 0.6 1.4

金融業、保険業 22.6 34.3 42.0 1.2 0.3 0.4

不動産業、物品賃貸業 11.9 20.6 64.5 2.6 1.0 1.2

学術研究、専門・技術サービス業 5.3 17.0 71.5 3.5 2.3 2.4

宿泊業、飲食サービス業 2.7 5.8 83.4 5.6 - 3.6

生活関連サービス業、娯楽業 3.6 7.6 83.8 4.3 1.8 1.3

教育、学習支援業 0.5 3.0 22.4 0.5 73.6 1.5

医療、福祉 1.0 6.1 86.2 6.5 1.9 1.9

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 7.6 28.7 62.4 0.6 0.9 0.8

サービス業（他に分類されないもの） 8.3 13.3 71.5 4.7 1.5 2.9

業種

正社員

規模
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図表 2-4-10：企業と健康保険組合等保険者との連携状況（SA、単位＝％） 

 

 

(7)長時間労働の抑制への対応策 

調査では、一定の基準を超えた長時間労働者への対応策（複数回答）の実施について尋ね

ている。これをまとめたものが図表 2-4-11 である。 

 それによれば、「本人への時間外労働の制限」が 32.4％ともっとも多く、次いで、「人事・

労務担当者と本人の面談」（21.3％）、「管理職に対する人事・労務からの面談・指導」（19.2％）、

「本人に対する産業医の面接指導」（12.3％）、「休日取得強制・出社制限」（10.5％）などと

なっている。「とくに何もしていない」は 27.4％となっている。 

正社員規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど、「本人への時間外労働の制限」「人

事・労務担当者と本人の面談」「管理職に対する人事・労務からの面談・指導」「本人に対す

る産業医の面接指導」「管理職に対する産業医からの面談・指導」などの割合が高くなる傾向

にある。 

従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況別にみると、経営トップの関与状

況が積極的とする企業であるほど、いずれの対応策の実施割合も高くなる傾向にある。 

健康経営の取組状況別にみると、健康経営に「取り組んでいない」とする企業に比べて、

連

携

す

る

こ

と

が

あ

る

連

携

し

た

こ

と

は

な

い

無

回

答

全体 30.3 67.5 2.2

10～29人 24.9 72.5 2.6

30～49人 35.0 62.3 2.7

50～99人 39.6 59.7 0.7

100 ～299 人 44.8 54.3 0.9

300 ～999 人 53.8 45.8 0.3

1000人以上 68.3 31.0 0.7

鉱業、採石業、砂利採取業 34.2 64.1 1.7

建設業 24.9 73.3 1.9

製造業 33.0 64.3 2.7

電気・ガス・熱供給・水道業 46.6 52.1 1.3

情報通信業 33.0 66.2 0.8

運輸業、郵便業 36.0 61.5 2.5

卸売業、小売業 30.3 67.4 2.3

金融業、保険業 48.1 51.1 0.8

不動産業、物品賃貸業 33.1 65.8 1.2

学術研究、専門・技術サービス業 22.7 74.0 3.2

宿泊業、飲食サービス業 25.6 71.8 2.6

生活関連サービス業、娯楽業 29.7 69.4 0.9

教育、学習支援業 51.6 46.7 1.7

医療、福祉 24.1 73.6 2.3

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 58.7 40.8 0.5

サービス業（他に分類されないもの） 35.2 62.8 2.0

非常に積極的 41.7 56.0 2.3

やや積極的 32.2 66.6 1.2

やや消極的 25.3 73.7 1.0

全く消極的 13.1 85.0 1.9

すでに取り組んでいる 48.4 50.3 1.3

現在、検討中 31.4 66.8 1.8

取り組んでいない 25.0 74.0 1.0

業種

正社員規模

従業員の健康保

持・増進に係わ

る経営トップの

関与状況

健康経営の取組

状況
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「すでに取り組んでいる」「現在、検討中」とする企業のほうが、いずれの対応策も実施割合

が高くなっている。 

 

図表 2-4-11：長時間労働の抑制への対応策（MA、単位＝％） 

 

 

 (8)病気に対する教育・研修制度 

過去 3 年間における私傷病等に関する教育・研修（病気の予防や職場での対処方法等の教

育・研修）の実施について、「ある」とする割合が 17.3％となっている。正社員規模別にみ

ると、教育・研修が「ある」とする割合は規模が大きくなるほど高くなる。 

業種別にみると、教育・研修が「ある」とする割合は、「複合サービス業」が 40.5％とも

っとも高く、次いで、「電気・ガス・熱供給・水道業」（37.0％）、「金融業、保険業」（33.5％）、

「医療、福祉」（30.0％）、「情報通信業」（24.7％）などとなっている。 

従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況別にみると、経営トップの関与状

本
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・
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人
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限

休
日

取

得
強

制

・
出

社

制
限

そ
の

他

と
く

に

何
も

し

て
い

な

い 無
回

答

全体 12.3 21.3 2.3 19.2 32.4 10.5 12.1 27.4 3.5

10～29人 4.8 17.3 1.1 11.9 29.8 10.7 12.9 34.2 4.4

30～49人 11.7 25.8 1.9 24.8 37.0 11.1 12.5 20.2 3.0

50～99人 23.6 29.7 4.3 32.7 37.7 9.8 10.0 14.2 1.4
100 ～299 人 40.8 32.2 6.0 41.9 38.0 8.8 8.8 9.6 0.6

300 ～999 人 67.3 32.8 9.9 48.8 35.4 8.5 8.6 3.3 1.2

1000人以上 86.1 30.1 24.9 52.5 40.4 13.3 5.6 0.8 0.3

鉱業、採石業、砂利採取業 5.2 12.4 0.8 10.5 31.5 14.1 20.4 26.0 4.1
建設業 8.0 16.3 0.5 11.0 30.3 19.2 9.0 32.9 3.7

製造業 20.6 20.4 2.9 17.1 35.2 8.6 10.8 27.6 4.2

電気・ガス・熱供給・水道業 29.1 21.6 3.5 27.7 28.0 10.4 13.8 18.1 1.6

情報通信業 29.0 41.0 5.3 41.5 40.1 17.3 7.5 14.1 1.5
運輸業、郵便業 15.3 23.8 4.9 18.8 39.6 15.1 9.3 15.1 2.8
卸売業、小売業 8.9 24.2 2.5 21.0 31.8 8.0 13.1 31.1 2.3

金融業、保険業 23.5 28.0 2.0 34.0 25.5 7.0 18.8 15.8 1.5

不動産業、物品賃貸業 15.5 14.7 2.8 25.6 26.2 9.0 15.4 29.3 2.0

学術研究、専門・技術サービス業 16.2 22.5 2.0 23.9 32.2 9.7 8.3 28.8 2.2
宿泊業、飲食サービス業 11.1 23.2 1.8 25.4 39.7 13.5 5.1 22.1 5.6

生活関連サービス業、娯楽業 6.8 22.7 1.4 23.9 30.3 10.0 9.4 29.2 1.3

教育、学習支援業 7.6 11.8 1.5 13.0 31.1 7.7 14.5 33.0 3.4

医療、福祉 5.3 18.4 1.3 12.6 23.9 6.5 20.9 28.8 5.5
複合サービス業（郵便局、協同組合など） 32.4 20.4 2.2 41.5 23.0 7.2 7.1 19.5 1.3

サービス業（他に分類されないもの） 17.6 20.5 2.7 24.4 34.9 11.8 11.8 22.1 3.0

非常に積極的 18.7 32.4 4.4 25.3 38.5 15.0 19.2 9.7 3.7

やや積極的 14.2 23.9 2.5 21.8 35.6 12.1 10.5 22.9 3.0
やや消極的 7.4 14.9 1.0 14.7 28.8 6.7 12.1 37.5 1.9

全く消極的 3.6 5.7 0.2 8.7 17.2 6.2 4.4 63.2 2.9

すでに取り組んでいる 24.5 32.7 5.9 28.3 39.3 13.3 15.1 12.9 2.6

現在、検討中 14.6 28.3 2.5 24.8 37.8 14.0 10.6 16.6 2.9
取り組んでいない 7.5 14.6 1.2 14.3 28.6 8.2 12.1 37.4 2.7

業種

正社員規模

従業員の健康保

持・増進に係わ
る経営トップの

関与状況

健康経営の取組
状況
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況が積極的とする企業であるほど、教育・研修が「ある」とする割合が高い。 

健康経営の取組状況別にみると、健康経営に「すでに取り組んでいる」とする企業で、教

育・研修が「ある」とする割合がもっとも高い（図表 2-4-12）。 

 

図表 2-4-12：過去 3 年間の私傷病等に関する教育・研修の有無（SA、単位＝％） 

 

 

私傷病等に関する教育・研修が「ある」とする企業について、過去 3 年間における疾患を

対象とした教育・研修の実施内容（複数回答）としては、「メンタルヘルス」が 83.5％と 8

割を占める。教育・研修実施企業のほとんどが「メンタルヘルス」の教育・研修を実施して

いる。メンタルヘルス以外の疾患としては、「糖尿病」（10.7％）、「心疾患」（7.5％）、「がん」

（7.2％）、「脳血管疾患」（6.6％）、「肝炎」（3.7％）、「難病」（1.2％）などとなっている。 

従業員の健康保持・増進に係わる経営トップの関与状況別にみると、おおむね経営トップ

の関与状況が積極的とする企業であるほど、「糖尿病」「がん」「脳血管疾患」「心疾患」「肝炎」

「難病」を実施内容とする割合が高くなる。 

健康経営の取組状況別にみると、健康経営に「すでに取り組んでいる」とする企業で、「糖

あ

る

な

い

無

回

答

全体 17.3 81.6 1.0

10～29人 10.7 88.1 1.2

30～49人 17.2 81.5 1.3

50～99人 30.8 68.8 0.4

100 ～299 人 38.9 60.3 0.8

300 ～999 人 59.3 40.6 0.1

1000人以上 74.5 25.4 0.1

鉱業、採石業、砂利採取業 15.4 84.6 -

建設業 12.7 86.6 0.8

製造業 17.5 81.2 1.3

電気・ガス・熱供給・水道業 37.0 62.1 0.9

情報通信業 24.7 74.3 1.0

運輸業、郵便業 19.0 80.1 0.9

卸売業、小売業 12.1 86.4 1.5

金融業、保険業 33.5 66.3 0.1

不動産業、物品賃貸業 11.8 88.0 0.2

学術研究、専門・技術サービス業 18.2 79.8 2.1

宿泊業、飲食サービス業 13.0 85.3 1.7

生活関連サービス業、娯楽業 7.6 92.4 -

教育、学習支援業 13.4 86.1 0.6

医療、福祉 30.0 69.9 0.1

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 40.5 59.2 0.3

サービス業（他に分類されないもの） 22.1 76.6 1.3

非常に積極的 34.0 65.4 0.5

やや積極的 18.0 81.8 0.2

やや消極的 8.9 90.6 0.5

全く消極的 6.3 93.6 0.1

すでに取り組んでいる 40.7 59.1 0.2

現在、検討中 19.7 79.7 0.6

取り組んでいない 9.7 90.2 0.2

正社員規模

業種

従業員の健康保持・

増進に係わる経営

トップの関与状況

健康経営の取組状況
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尿病」「がん」「心疾患」「脳血管疾患」「肝炎」「難病」を実施内容とする割合がもっとも高く

なっている（図表 2-4-13）。 

次に、教育・研修の参加対象（複数回答）としては、「管理職」が 75.4％、「一般社員」が

76.4％、「非正社員」が 35.2％などとなっている。これを業種別にみると、「非正社員」とす

る割合は、「生活関連サービス業、娯楽業」（51.2％）、「医療、福祉」（47.7％）、「不動産業、

物品賃貸業」（46.3％）、「学術研究、専門・技術サービス業」（44.1％）などで高い（図表 2-4-14）。 

 

図表 2-4-13：私傷病等に関する教育・研修の実施内容（MA、単位＝％） 
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疾

患

脳
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疾

患

肝

炎

糖

尿

病

難

病

そ

の

他

無

回

答

全体 83.5 7.2 7.5 6.6 3.7 10.7 1.2 18.3 0.5

10～29人 79.1 6.0 7.9 5.7 4.2 12.0 1.5 21.2 0.8

30～49人 76.9 6.9 8.8 8.5 3.2 13.4 1.0 19.2 -

50～99人 84.3 9.2 6.7 5.7 4.0 10.5 1.4 20.7 0.1

100 ～299 人 91.0 5.8 6.5 8.4 2.7 6.7 0.5 13.1 0.6

300 ～999 人 94.4 10.2 7.0 5.8 3.1 8.0 0.7 11.4 -

1000人以上 98.9 12.8 7.5 7.7 3.0 11.1 0.1 7.4 -

鉱業、採石業、砂利採取業 65.7 13.4 4.9 11.7 9.0 17.0 - 21.6 -

建設業 89.6 10.0 3.0 4.4 2.3 17.9 - 9.7 -

製造業 89.1 9.8 10.1 7.7 5.0 13.5 0.8 17.4 -

電気・ガス・熱供給・水道業 95.5 10.1 12.2 10.7 4.8 15.8 - 11.3 -

情報通信業 93.4 3.9 5.1 3.5 1.6 6.1 0.4 14.2 -

運輸業、郵便業 69.8 12.9 18.8 17.3 4.5 24.8 - 21.2 -

卸売業、小売業 79.1 4.0 8.0 3.2 0.1 2.1 - 21.2 -

金融業、保険業 91.9 13.2 5.9 6.5 1.7 5.0 1.6 8.4 -

不動産業、物品賃貸業 95.9 9.4 4.2 4.2 4.5 6.3 2.5 7.0 1.7

学術研究、専門・技術サービス業 76.0 15.3 7.7 6.0 1.9 10.1 - 25.0 -

宿泊業、飲食サービス業 92.4 - 6.8 - - 7.8 - 2.3 -

生活関連サービス業、娯楽業 90.6 1.3 8.1 2.4 - 5.7 - 3.7 -

教育、学習支援業 89.5 3.9 4.2 2.8 1.5 5.7 - 17.7 0.4

医療、福祉 77.4 7.0 5.2 9.5 7.7 12.8 3.5 27.3 1.4

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 92.3 7.1 3.1 3.5 0.6 6.1 - 8.0 1.4

サービス業（他に分類されないもの） 87.9 6.7 6.0 5.1 1.6 6.1 1.0 12.7 1.0

非常に積極的 84.1 12.6 8.4 9.0 5.4 18.0 2.7 20.8 0.9

やや積極的 84.3 4.5 7.2 6.7 3.7 8.1 0.4 16.0 0.3

やや消極的 78.4 4.1 7.3 1.8 0.2 3.2 - 20.1 0.1

全く消極的 87.7 2.2 3.5 1.2 - 2.7 - 16.9 -

すでに取り組んでいる 82.2 11.7 10.1 9.2 4.9 13.3 1.9 21.3 0.9

現在、検討中 88.0 6.7 6.6 6.9 3.9 10.4 1.5 14.9 0.0

取り組んでいない 79.5 2.7 5.6 3.3 1.8 8.4 - 19.2 0.5

※過去3年間において、私傷病等に関する教育・研修（病気の予防や職場での対処方法等の教育・研修）を実施したことが「ある」とする企業を

対象に集計。

正社員規模

業種

従業員の健康保持・

増進に係わる経営

トップの関与状況

健康経営の取組状況
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図表 2-4-14：私傷病等に関する教育・研修の参加対象（MA、単位＝％） 

 

 

(9)治療と仕事の両立支援制度の課題 

調査では、私傷病等の疾患の治療と仕事の両立支援制度の課題（複数回答）について尋ね

ている。これをまとめたものが図表 2-4-15 である。 

それによれば、「休職者の代替要員・復帰部署の人員の増加が難しい」が 54.3％ともっと

も多く、次いで、「休職期間中の給与保障が困難」（48.9％）、「治療と仕事を両立するための

制度が十分でない」（42.2％）、「治療のための休みをとりやすい体制確保が困難」（30.4％）、

「柔軟な労働時間制度の設計が困難」（28.0％）、「病状・後遺症に対する配慮が難しい」

（26.2％）、「休職から復帰後の仕事の与え方・配置が困難」（22.0％）、「身体が不自由な場合

の職場環境整備方法がわからない」（19.3％）、「医療機関（主治医）との連携が難しい」（10.5％）

などとなっている。 

これを正社員規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど、「柔軟な労働時間制度の

設計が困難」「病状・後遺症に対する配慮が難しい」「休職から復帰後の仕事の与え方・配置

が困難」「職場の上司・同僚への指導」「再発防止策」などの割合が高くなる。一方、おおむ

ね規模が小さくなるほど、「休職期間中の給与保障が困難」「適した産業医がみつからない・

活用方法がわからない」などの割合が高い。 

 

管
理

職

一
般

社

員

非
正

社

員

そ
の

他

無
回

答

全体 75.4 76.4 35.2 5.7 1.6

10～29人 69.4 76.9 34.9 7.5 2.4

30～49人 66.9 80.0 31.7 4.7 1.6
50～99人 77.9 75.9 36.3 4.9 0.6

100 ～299 人 84.5 74.9 38.7 3.4 1.0

300 ～999 人 90.8 69.8 34.8 5.4 1.0

1000人以上 90.4 79.8 31.7 5.0 0.2
鉱業、採石業、砂利採取業 86.6 86.9 33.4 8.2 -

建設業 75.9 83.6 16.0 2.1 1.6

製造業 84.7 61.0 32.9 6.4 0.2

電気・ガス・熱供給・水道業 86.6 82.3 36.4 1.8 1.2
情報通信業 80.3 68.2 15.5 2.9 1.8

運輸業、郵便業 82.5 72.2 31.9 4.4 -

卸売業、小売業 69.0 78.8 29.2 6.6 5.1

金融業、保険業 86.7 76.9 31.7 7.6 0.6
不動産業、物品賃貸業 87.4 80.8 46.3 4.5 0.7

学術研究、専門・技術サービス業 78.7 67.8 44.1 16.2 -

宿泊業、飲食サービス業 69.7 79.9 30.7 7.8 0.6

生活関連サービス業、娯楽業 90.6 70.6 51.2 - -
教育、学習支援業 68.2 80.6 35.6 2.6 3.0

医療、福祉 66.7 85.1 47.7 5.5 1.7

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 89.3 77.1 41.6 4.6 1.0

サービス業（他に分類されないもの） 82.4 78.7 36.8 5.3 0.3

業種

※過去3年間において、私傷病等に関する教育・研修（病気の予防や職場での対処方法等の教育・

研修）を実施したことが「ある」とする企業を対象に集計。

正社員
規模
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図表 2-4-15：私傷病等の疾患の治療と仕事の両立支援制度の課題（MA、単位＝％） 

 

 

(10)疾患罹患者を雇用するための支援 

調査では、「疾患の罹患者を雇用するにあたり、必要な支援」（複数回答）について尋ねて

いる。これをまとめたものが図表 2-4-16 である。それによれば、必要な支援として、「罹患

者が休業取得した場合の代替要員確保に対する助成」が 54.2％ともっとも多く、次いで、「雇

入れに対する助成」も 47.2％となっており、これらの支援について半数の企業が必要との認

識を示している。続いて、「短時間制度の導入に対する助成」（28.5％）、「疾患に対する情報」

（20.8％）などとなっている。 

 正社員規模別にみると、おおむね規模が小さくなるほど、「雇入れに対する助成」の割合が

高くなる傾向にある。一方、規模が大きくなるほど「疾患に対する情報」の割合が高くなる。

「罹患者が休業取得した場合の代替要員確保に対する助成」は、規模にかかわらず 5 割程度

が必要と考えており、「短時間制度の導入に対する助成」も規模にかかわらず 3 割程度の企

業が必要と考えている。 
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方

法

が

わ

か

ら

な

い

再

発

防

止

策

そ

の

他

無

回

答

全体 42.2 48.9 28.0 30.4 7.5 54.3 22.0 26.2 19.3 10.5 6.1 8.2 2.4 7.4

10～29人 42.4 52.2 26.7 31.6 6.4 53.7 19.7 25.1 19.7 9.9 6.6 7.8 2.7 8.2

30～49人 42.2 46.5 28.6 28.4 6.7 56.7 24.4 26.3 18.5 10.5 6.8 9.3 1.8 8.0

50～99人 41.2 44.7 29.1 26.4 9.1 54.3 23.7 29.1 20.4 13.2 5.4 8.0 2.0 5.3

100 ～299 人 44.4 39.4 33.6 29.4 13.9 55.4 29.6 29.6 18.0 10.7 2.5 7.9 1.9 2.8

300 ～999 人 38.8 27.6 35.1 29.3 15.2 52.8 35.7 30.9 16.1 14.3 3.3 13.1 1.9 5.1

1000人以上 37.2 23.5 33.8 27.7 21.1 50.4 39.0 34.7 12.1 12.4 2.0 15.8 2.8 4.6

鉱業、採石業、砂利採取業 41.0 51.7 24.3 21.8 8.2 45.5 21.5 28.1 18.4 9.5 6.6 11.7 2.1 11.6

建設業 43.5 49.9 28.0 25.9 6.9 47.8 21.2 26.2 23.2 13.1 5.9 10.1 2.8 5.6

製造業 42.5 48.5 29.2 24.3 10.0 54.5 23.4 27.6 18.6 10.9 5.6 6.9 2.8 9.5

電気・ガス・熱供給・水道業 47.3 29.2 30.2 19.7 10.8 59.0 24.0 28.7 18.2 9.9 3.7 9.3 3.7 1.6

情報通信業 40.6 49.3 26.7 21.4 6.7 50.1 29.0 23.9 17.7 10.5 4.7 9.5 1.7 7.8

運輸業、郵便業 35.0 50.3 31.8 27.5 3.3 50.3 22.3 27.3 19.3 8.6 3.7 7.2 2.7 9.6

卸売業、小売業 49.2 49.4 25.8 34.9 8.9 57.4 23.3 28.6 21.9 10.8 8.7 10.3 1.1 7.4

金融業、保険業 38.9 24.3 22.1 20.2 8.6 56.2 23.3 26.8 16.7 10.5 4.0 9.4 2.7 3.3

不動産業、物品賃貸業 40.2 37.9 18.4 24.4 6.6 49.1 19.7 27.7 20.3 9.4 5.1 3.6 1.3 4.5

学術研究、専門・技術サービス業 37.1 51.9 23.9 20.2 7.0 58.6 20.7 24.6 20.8 13.1 5.0 10.3 3.8 5.5

宿泊業、飲食サービス業 42.4 49.6 30.2 35.1 9.6 46.0 20.9 28.1 19.3 13.2 7.3 8.3 2.7 7.7

生活関連サービス業、娯楽業 44.4 52.6 27.3 33.4 6.8 58.3 22.7 25.6 19.0 9.2 7.3 4.4 0.6 7.1

教育、学習支援業 38.4 39.1 31.5 35.9 3.7 59.7 22.4 20.1 12.3 8.1 4.2 6.0 5.2 5.6

医療、福祉 35.2 52.6 28.7 36.7 4.9 58.8 17.1 21.3 15.1 7.3 4.0 7.1 3.3 7.2

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 41.1 27.5 32.4 29.2 11.8 62.5 31.2 26.2 16.0 10.0 4.6 9.2 1.6 4.0

サービス業（他に分類されないもの） 41.8 42.9 28.0 27.5 6.6 52.8 24.9 26.0 19.1 10.5 6.3 8.5 2.7 5.7

業種

正社員

規模
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図表 2-4-16：疾患罹患者を雇用するための支援（MA、単位＝％） 

 

 

５．がんや難病等の治療と仕事の両立の状況 

(1) がんや難病等の疾患罹患者の有無 

調査では、がん、脳血管疾患、心疾患、肝炎（B 型肝炎や C 型肝炎等の肝炎）、糖尿病、

難病11――の疾患（以下、本調査設問の対象となる 6 つの疾患全体について「該当疾患」と

略す）に罹患した者の雇用管理の状況について尋ねている。 

調査では、まず、過去 3 年間でみて、該当疾患を罹患している社員の有無について尋ねて

いる。これをまとめたものが図表 2-5-1 である。それによれば、疾患罹患者が「いる」とす

る企業割合は、「糖尿病」（25.2％）、「がん」（24.3％）、「心疾患」（10.7％）、「脳血管疾患」

（8.3％）、「難病」（8.0％）、「肝炎」（4.6％）となっている12。 

これを正社員規模別にみると、いずれの該当疾患においても、おおむね規模が大きくなる

ほど、疾患罹患者が「いる」とする割合が高くなる傾向にある（図表 2-5-2）。 

また、調査では、正社員 40 代以上比率を聞いている。そこで、これを正社員 40 代以上比

率別にみると、おおむね 40 代以上比率が高くなるほど、「がん」「脳血管疾患」「心疾患」「糖

尿病」などの疾患罹患者が「いる」とする割合が高くなる傾向にある（図表 2-5-3）。 

 

                                                 
11 本調査では「難病」について、「障害者総合支援法の対象疾病にあたるものを指します。難病の疾患名につい

ては、「障害者総合支援法の難治性疾患患者対象疾患名」（依頼状に添付）をご参照ください」と注記している。 
12 本調査では、回答企業にとって、疾患罹患の正確な人数把握は困難との判断のもと、疾患者の有無のみを聞く

設問設計とした。各種の該当疾患では、「わからない」もそれぞれ 2 割前後あることに留意。 
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成
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対
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他

無
回

答

全体 47.2 28.5 54.2 20.8 4.3 12.0
10～29人 48.6 27.9 54.4 19.7 4.5 12.4
30～49人 46.4 30.7 56.0 20.7 3.7 12.8

50～99人 43.6 28.0 52.1 23.3 4.2 11.5

100 ～299 人 43.5 29.8 53.1 24.3 3.4 8.4

300 ～999 人 41.6 28.0 52.5 26.4 4.8 10.6
1000人以上 42.8 30.2 53.0 30.7 5.9 8.2
鉱業、採石業、砂利採取業 45.7 22.6 38.6 20.4 4.2 17.3

建設業 52.1 25.5 49.0 22.4 4.3 13.5

製造業 48.2 26.3 48.0 21.1 5.8 13.4

電気・ガス・熱供給・水道業 35.4 22.7 51.4 30.9 10.1 7.7

情報通信業 60.6 34.4 51.2 25.1 2.6 11.6
運輸業、郵便業 40.9 23.7 48.9 19.7 3.7 17.2
卸売業、小売業 47.0 27.7 59.6 20.8 4.3 11.3

金融業、保険業 41.2 26.0 49.5 30.8 3.3 10.5

不動産業、物品賃貸業 52.6 28.6 49.2 26.9 2.6 10.8

学術研究、専門・技術サービス業 46.6 27.3 44.6 25.5 6.9 12.1
宿泊業、飲食サービス業 48.5 35.0 50.7 18.2 4.8 11.9
生活関連サービス業、娯楽業 43.3 23.5 51.9 24.3 1.9 12.2

教育、学習支援業 44.9 27.9 59.6 19.6 4.1 11.7

医療、福祉 43.8 33.7 65.6 16.6 3.6 9.3

複合サービス業（郵便局、協同組合など） 44.4 24.1 58.5 27.4 3.5 9.3
サービス業（他に分類されないもの） 46.7 28.6 52.1 22.4 2.9 10.2

業種

正社員

規模
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図表 2-5-1：過去 3 年間の疾患者の有無（SA、単位＝％） 

 
 

図表 2-5-2：過去 3 年間の疾患者の有無（正社員規模別、SA、単位＝％） 

 
 

図表 2-5-3：過去 3 年間の疾患者の有無（正社員 40 代以上比率、SA、単位＝％） 

 

 

 

わからな

い
いない いる 無回答

 (a) がん 14.8 57.7 24.3 3.2

 (b) 脳血管疾患 22.8 65.7 8.3 3.2

 (c) 心疾患 23.7 62.4 10.7 3.2

 (d) 肝炎 27.4 64.8 4.6 3.2

 (e) 糖尿病 22.5 49.1 25.2 3.2

 (f) 難病 26.3 62.5 8.0 3.2

疾患者の有無

わから

ない
いない いる 無回答

わから

ない
いない いる 無回答

わから

ない
いない いる 無回答

14.8 57.7 24.3 3.2 22.8 65.7 8.3 3.2 23.7 62.4 10.7 3.2

10～29人 13.4 66.3 16.0 4.2 18.4 72.2 5.2 4.2 19.9 69.4 6.5 4.2

30～49人 17.1 51.2 30.1 1.6 30.3 61.1 7.0 1.6 29.0 56.5 12.9 1.6

50～99人 16.6 46.5 35.5 1.4 27.9 59.7 11.1 1.4 28.4 55.1 15.1 1.4

100 ～299 人 19.1 29.1 51.4 0.4 35.1 45.1 19.4 0.4 35.4 40.0 24.2 0.4

300 ～999 人 18.4 10.5 70.4 0.7 39.5 19.9 39.9 0.7 40.7 19.4 39.2 0.7

1000人以上 17.9 1.6 79.7 0.7 31.7 5.4 62.2 0.7 30.5 5.4 63.4 0.7

わから

ない
いない いる 無回答

わから

ない
いない いる 無回答

わから

ない
いない いる 無回答

27.4 64.8 4.6 3.2 22.5 49.1 25.2 3.2 26.3 62.5 8.0 3.2

10～29人 21.3 71.0 3.5 4.2 19.1 57.2 19.6 4.2 20.9 69.1 5.8 4.2

30～49人 33.9 59.4 5.1 1.6 26.7 40.9 30.7 1.6 32.5 57.5 8.4 1.6

50～99人 35.8 58.5 4.4 1.4 27.4 39.7 31.5 1.4 33.4 56.5 8.8 1.4

100 ～299 人 45.7 45.5 8.3 0.4 34.0 22.7 42.8 0.4 42.7 40.1 16.8 0.4

300 ～999 人 59.9 25.8 13.6 0.7 35.3 9.3 54.8 0.7 50.7 21.5 27.1 0.7

1000人以上 52.2 11.2 35.9 0.7 31.2 2.3 65.8 0.7 47.3 7.6 44.3 0.7

正

社

員

規

模

 (a) がん (b) 脳血管疾患

全体

正

社

員

規

模

(c) 心疾患

(d) 肝炎 (e) 糖尿病  (f) 難病

全体

わから
ない

いない いる 無回答
わから
ない

いない いる 無回答
わから
ない

いない いる 無回答

14.8 57.7 24.3 3.2 22.8 65.7 8.3 3.2 23.7 62.4 10.7 3.2

１割 20.1 63.0 9.2 7.7 23.4 66.1 2.7 7.7 24.8 63.1 4.4 7.7

２割 9.8 70.0 18.9 1.2 18.6 77.2 3.0 1.2 20.6 73.1 5.1 1.2

３割 13.8 57.2 25.1 3.8 22.1 66.7 7.3 3.8 23.0 64.0 9.1 3.8

４割 14.9 60.2 23.5 1.4 20.8 69.5 8.3 1.4 20.9 67.1 10.6 1.4

５割 12.5 58.4 26.1 2.9 19.3 69.0 8.8 2.9 22.1 64.5 10.5 2.9

６割以上 15.6 55.1 26.2 3.1 24.9 62.5 9.5 3.1 25.2 59.1 12.6 3.1

わから

ない
いない いる 無回答

わから

ない
いない いる 無回答

わから

ない
いない いる 無回答

27.4 64.8 4.6 3.2 22.5 49.1 25.2 3.2 26.3 62.5 8.0 3.2

１割 24.6 63.4 4.3 7.7 24.0 54.0 14.3 7.7 22.8 63.4 6.1 7.7

２割 22.4 73.8 2.6 1.2 23.1 63.3 12.5 1.2 21.2 70.2 7.4 1.2

３割 25.0 67.7 3.5 3.8 22.2 52.4 21.5 3.8 23.7 64.9 7.6 3.8

４割 25.7 68.0 4.9 1.4 21.7 52.6 24.3 1.4 26.0 65.4 7.2 1.4

５割 24.6 67.5 5.0 2.9 21.2 48.2 27.7 2.9 24.8 61.7 10.6 2.9

６割以上 29.8 62.3 4.8 3.1 22.8 45.5 28.6 3.1 28.0 61.2 7.8 3.1

 (f) 難病

 (a) がん (b) 脳血管疾患 (c) 心疾患

全体

正

社
員

4

0
代

以
上

比

率

(d) 肝炎 (e) 糖尿病

全体

正

社

員
4

0

代

以

上
比

率
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(2)疾患罹患者の年齢層 

調査では、各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難

病）それぞれについて、疾患罹患者が「いる」とする企業（以下、「疾患罹患者がいる企業」

と略す）を対象に、該当疾患を罹患した社員の年齢層（複数回答）について尋ねている。こ

れをまとめたものが図表 2-5-4 である。それによれば、「がん」「脳血管疾患」「心疾患」「肝

炎」「糖尿病」いずれも、50 代がもっとも多く、次いで、60 代以上、40 代も上位の年齢層

となっている。なお、難病は、50 代がもっとも多いものの、次いで、40 代、30 代、60 代以

上などの割合も高く、他の疾患に比べて年齢層が広範に分布している。 

 

図表 2-5-4：疾患に罹患した年齢層（MA、単位＝％） 

 

 

(3)疾患罹患者の休職状況 

調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、該当疾患に罹患した社員が、疾患ごとに、休

職をする者が多いか、休職することなく通院治療をする者が多いかについて尋ねている。こ

れをまとめたものが図表 2-5-5 である。 

それによれば、該当疾患を罹患した社員の休職状況については、「糖尿病」と「肝炎」は

「ほとんどが休職することなく通院治療」とする割合がもっとも高い（「糖尿病」89.0％、「肝

炎」71.0％）。「糖尿病」と「肝炎」は通院治療が主体となっていることがうかがわれる。 

「脳血管疾患」「がん」については、「ほとんどが休職を経て治療している」がもっとも割

合が高く（「脳血管疾患」56.9％、「がん」48.7％）、次いで、「ほとんどが休職することなく

通院治療」とする割合も高い。「脳血管疾患」や「がん」では、休職治療する者がほとんど

とする企業割合が半数程度を占める反面、通院治療主体とする企業割合も 3 割前後ある。 

 

 

 

 

 

 

 

20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答

 (a) がん 2.1 8.8 27.5 42.7 41.4 0.6

 (b) 脳血管疾患 1.3 4.0 23.5 48.0 35.2 1.3

 (c) 心疾患 4.8 7.2 26.4 41.3 32.4 2.8

 (d) 肝炎 5.7 10.4 26.4 40.1 31.2 2.7

 (e) 糖尿病 2.3 7.8 32.3 48.8 39.2 1.9

 (f) 難病 14.0 21.3 27.9 28.5 17.1 2.6

疾患に罹患した年齢層

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難

病）それぞれについて、疾患罹患者が「いる」とする企業を対象に集計。
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図表 2-5-5：休職治療の割合（SA、単位＝％） 

 

 

(4)過去 3 年間の休職者の状況 

①過去 3 年間の休職者人数 

過去 3 年間において、該当疾患を罹患した社員の休職者人数についてまとめたものが図表

2-5-6 である。まず、休職者「0 人」についてみると、「糖尿病」（64.4％）、「肝炎」（59.4％）

などの割合が高い。先述のとおり、「糖尿病」や「肝炎」などは、休職を経ずに通院治療をし

ている者もみられるため、過去 3 年間の休職者人数においても、「0 人」とする企業割合が高

いようである。一方、具体的な休職人数について、疾患ごとにみると、いずれの疾患も、「1

～2 人」の割合がもっとも高い。 

これを正社員規模別にみると、いずれの疾患も、おおむね規模が大きくなるほど、休職人

数は増える傾向にある（図表 2-5-7）。 

 

図表 2-5-6：過去 3 年間の休職者人数（SA、単位＝％） 

 

 

 

 

 

 

 

ほとんどが

休職するこ

となく通院

治療

２～３割が

休職
半々

６～７割が

休職

ほとんどが

休職を経て

治療してい

る

無回答

 (a) がん 34.3 4.0 6.8 4.4 48.7 1.8

 (b) 脳血管疾患 27.6 3.4 3.3 5.3 56.9 3.6

 (c) 心疾患 54.2 4.7 4.2 4.0 29.2 3.7

 (d) 肝炎 71.0 2.3 5.3 0.9 15.1 5.4

 (e) 糖尿病 89.0 2.1 1.2 0.3 4.2 3.2

 (f) 難病 56.1 6.7 2.8 2.7 29.4 2.2

休職治療の割合

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれに

ついて、疾患罹患者が「いる」とする企業を対象に集計。

０人 １～２人 ３～４人 ５～９人 10～29人 30人以上 無回答

 (a) がん 25.9 62.4 6.5 1.6 0.8 0.1 2.6

 (b) 脳血管疾患 27.9 60.2 3.6 2.1 0.4 0.0 5.8

 (c) 心疾患 39.9 48.3 2.8 2.1 0.5 0.1 6.4

 (d) 肝炎 59.4 31.7 1.4 0.1 0.1 - 7.3

 (e) 糖尿病 64.4 21.0 3.8 1.3 0.3 0.1 9.0

 (f) 難病 37.4 53.8 1.9 0.4 0.1 0.0 6.4

過去３年間の休職者人数

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれ

について、疾患罹患者が「いる」とする企業を対象に集計。
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図表 2-5-7：過去 3 年間の休職者人数（正社員規模別、SA、単位＝％） 

 
 

②復職に際しての主治医との連携状況 

調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、該当疾患に罹患した社員が休職をした場合、

「復職にあたって、産業医や人事労務担当が主治医と連携（情報交換含む）をとることがあ

りますか」と尋ねている。「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を除いた集

計をまとめたものが、図表 2-5-8 である13。それによれば、いずれの疾患も、主治医との「連

携をとることはほとんどない」とする割合が 6～7 割程度あり、もっとも割合が高い。 

「積極的に連携をとっている」とする割合では、「脳血管疾患」（20.6％）、「心疾患」（20.4％）、

「難病」（20.3％）、「肝炎」（15.5％）、「がん」（14.7％）、「糖尿病」（13.6％）となっている。 

これを正社員規模別にみると、いずれの疾患も、おおむね規模が大きくなるほど、「積極的

に連携をとっている」とする割合が高くなっている（図表 2-5-9）。 

 

                                                 
13 先述のとおり、身体疾患では、休職を経ずに治療する者がみられる。そのため、本設問の選択肢では、「休職

者・復職者が少ないためわからない」を設けている。「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を

含めた集計結果については、本報告書掲載の資料・付属統計表を参照。 

０人
１～２

人

３～４

人

５～９

人

10～29

人

30人以

上
無回答 ０人

１～２

人

３～４

人

５～９

人

10～29

人

30人以

上
無回答

25.9 62.4 6.5 1.6 0.8 0.1 2.6 27.9 60.2 3.6 2.1 0.4 0.0 5.8

10～29人 30.9 63.4 2.7 - 0.7 - 2.3 31.1 64.6 - 2.1 - - 2.3

30～49人 31.7 61.1 5.4 - - - 1.8 41.1 50.8 1.9 - - - 6.2

50～99人 21.1 70.0 5.5 0.4 - 0.1 3.0 29.5 58.8 3.2 0.4 - - 8.0

100 ～299 人 19.1 65.4 9.8 2.6 0.1 - 2.9 18.6 66.9 4.6 0.9 - - 9.0

300 ～999 人 12.8 48.3 22.0 11.2 2.8 - 2.9 21.9 57.1 10.0 2.4 0.9 - 7.8

1000人以上 6.3 24.5 24.3 17.0 14.1 3.9 9.9 12.0 37.3 18.7 13.5 5.5 0.8 12.2

０人
１～２

人

３～４

人

５～９

人

10～29

人

30人以

上
無回答 ０人

１～２

人

３～４

人

５～９

人

10～29

人

30人以

上
無回答

39.9 48.3 2.8 2.1 0.5 0.1 6.4 59.4 31.7 1.4 0.1 0.1 - 7.3

10～29人 39.7 53.5 - 1.7 - - 5.2 65.3 31.3 - - - - 3.3

30～49人 46.3 43.8 1.8 1.0 - - 7.0 61.7 20.8 2.6 - - - 14.9

50～99人 39.9 51.6 1.7 1.1 - - 5.8 71.1 19.4 2.5 - - - 7.1

100 ～299 人 41.7 43.5 5.9 1.3 0.8 - 6.8 42.6 46.5 1.9 - - - 8.9

300 ～999 人 33.8 43.5 9.3 3.2 1.9 0.4 7.8 47.7 40.4 2.7 - - - 9.3

1000人以上 21.4 33.1 11.8 13.4 5.7 1.3 13.3 33.2 42.7 6.7 1.1 1.0 - 15.3

０人
１～２

人

３～４

人

５～９

人

10～29

人

30人以

上
無回答 ０人

１～２

人

３～４

人

５～９

人

10～29

人

30人以

上
無回答

64.4 21.0 3.8 1.3 0.3 0.1 9.0 37.4 53.8 1.9 0.4 0.1 0.0 6.4

10～29人 68.1 22.4 2.8 0.2 - - 6.4 33.0 60.3 1.0 - - - 5.7

30～49人 67.2 16.9 3.0 0.8 0.0 - 12.1 43.7 50.0 - - - - 6.3

50～99人 64.2 19.3 4.3 1.7 0.6 0.1 9.6 42.6 48.9 1.1 - - - 7.4

100 ～299 人 55.7 20.8 6.3 3.3 0.9 - 12.9 39.4 51.3 2.2 - - - 7.1

300 ～999 人 49.1 25.0 8.5 4.4 0.7 0.8 11.4 46.3 41.9 6.1 - - - 5.7

1000人以上 38.3 23.1 6.6 11.0 5.6 0.7 14.7 24.5 38.5 12.9 10.5 2.7 1.1 9.7

 (d) 肝炎

(e) 糖尿病  (f) 難病

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者が「いる」とす

る企業を対象に集計。

 (a) がん (b) 脳血管疾患

(c) 心疾患

全体

正

社

員

規

模

全体

正

社

員

規

模

全体

正

社

員

規

模

－38－

調査シリーズNo.181

労働政策研究・研修機構（JILPT）



図表 2-5-8：主治医との連携状況（SA、単位＝％） 

 

 

図表 2-5-9：主治医との連携状況（正社員規模別、SA、単位＝％） 

 

 

③休職から復帰するまでの期間 

調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、該当疾患に罹患した社員が休職をした場合の

復職するまでの期間について尋ねている。「休職者・復職者が少ないためわからない」及び

無回答を除いた集計をまとめたものが、図表 2-5-10 である14。 

それによれば、「糖尿病」「肝炎」「心疾患」は、「1 ヵ月程度」（「糖尿病」72.5％、「肝炎」

57.5％、「心疾患」49.9％）がもっとも割合が高い。「糖尿病」「肝炎」「心疾患」は 1 ヵ月程

                                                 
14 先述のとおり、身体疾患では、休職を経ずに治療する者がみられる。そのため、本設問の選択肢では、「休職

者・復職者が少ないためわからない」を設けている。「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を

含めた集計結果については、本報告書掲載の資料・付属統計表を参照。 

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

 (a) がん 14.7 13.5 71.8

 (b) 脳血管疾患 20.6 17.6 61.8

 (c) 心疾患 20.4 15.8 63.8

 (d) 肝炎 15.5 18.3 66.2

 (e) 糖尿病 13.6 13.0 73.4

 (f) 難病 20.3 19.1 60.6

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)

肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者

が「いる」とする企業を対象に、本設問の選択肢「休職者・

復職者が少ないためわからない」及び無回答を除き集計。

主治医との連携状況

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

14.7 13.5 71.8 20.6 17.6 61.8 20.4 15.8 63.8

10～29人 9.1 9.1 81.7 12.8 10.7 76.5 12.2 9.7 78.1

30～49人 12.8 12.1 75.1 14.9 18.9 66.2 19.6 23.6 56.7

50～99人 12.5 16.5 71.1 23.4 18.8 57.8 14.0 12.4 73.7

100 ～299 人 21.1 15.9 63.0 23.4 22.4 54.2 28.2 17.7 54.1

300 ～999 人 27.3 21.4 51.3 29.8 26.3 43.9 31.6 23.7 44.7

1000人以上 39.9 27.5 32.6 46.2 26.3 27.6 46.9 22.4 30.7

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

積極的に連

携をとって

いる

たまに連携

をとること

がある

連携をとる

ことはほと

んどない

15.5 18.3 66.2 13.6 13.0 73.4 20.3 19.1 60.6

10～29人 8.6 16.0 75.4 7.4 9.2 83.5 17.9 22.6 59.5

30～49人 10.7 30.8 58.5 11.1 10.4 78.5 12.8 7.2 80.1

50～99人 13.3 11.8 74.9 21.2 18.9 59.9 16.2 15.1 68.7

100 ～299 人 25.0 14.9 60.0 21.0 15.3 63.7 21.9 15.0 63.1

300 ～999 人 29.8 21.8 48.4 22.1 25.0 52.9 32.1 22.6 45.2

1000人以上 40.1 25.1 34.8 35.9 21.5 42.6 43.8 27.6 28.6

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者が「い

る」とする企業を対象に、本設問の選択肢「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を除き集計。

 (a) がん (b) 脳血管疾患 (c) 心疾患

(d) 肝炎  (e) 糖尿病  (f) 難病

全体

正

社

員

規

模

全体

正

社

員

規

模
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１ヵ月程
度

３ヵ月程
度

６ヵ月程
度

６ヵ月超
～12ヵ月

未満
１年程度

１年超～
１年６ヵ
月程度

それ以上

 (a) がん 29.5 27.3 11.0 11.9 9.2 6.6 4.5 56.8 43.2

 (b) 脳血管疾患 24.7 27.4 9.7 13.1 11.0 5.7 8.4 52.1 47.9

 (c) 心疾患 49.9 24.1 10.3 3.6 6.6 3.1 2.4 74.0 26.0

 (d) 肝炎 57.5 10.8 9.8 6.1 2.9 7.2 5.8 68.3 31.8

 (e) 糖尿病 72.5 12.2 5.4 3.0 3.3 2.1 1.6 84.7 15.4

 (f) 難病 33.0 24.3 12.8 4.0 17.0 4.6 4.4 57.3 42.8

復職するまでの期間
3ヵ月以
下・計

6ヵ月以
上・計

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者が
「いる」とする企業を対象に、本設問の選択肢「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を除き集計。「3ヵ
月以下・計」は、「1ヵ月程度」「3ヵ月程度」の合計。「6ヵ月以上・計」は、「6ヵ月程度」「6ヵ月超～12ヵ月未満」「1
年程度」「1年超～1年6ヵ月程度」「それ以上」の合計。

度で休職から復帰するとの認識を抱いている企業が多いようだ。 

「がん」と「脳血管疾患」は、「1 ヵ月程度」「3 ヵ月程度」がともに 2 割程度と高いもの

の、「6 ヵ月程度」「6 ヵ月超～12 ヵ月未満」「1 年程度」もそれぞれ 1 割前後みられる。また、

「難病」も、「1 ヵ月程度」が 33.0％ともっとも割合が高く、次いで、「3 ヵ月程度」となっ

ているが、続いて「1 年程度」「6 ヵ月程度」となっており、比較的長期の休職期間をあげる

企業もみられる。 

「3 ヵ月以下・計」（「1 ヵ月程度」「3 ヵ月程度」の合計）をみると、「糖尿病」（84.7％）、

「心疾患」（74.0％）、「肝炎」（68.3％）の割合が高い。「3 ヵ月以下・計」とする割合は、「難

病」（57.3％）、「がん」（56.8％）、「脳血管疾患」（52.1％）においても半数を占めるが、「6

ヵ月以上・計」（「6 ヵ月程度」「6 ヵ月超～12 ヵ月未満」「1 年程度」「1 年超～1 年 6 ヵ月程

度」「それ以上」の合計）とする割合をみると、「脳血管疾患」（47.9％）、「がん」（43.2％）、

「難病」（42.8％）となっており、他の疾患に比べ高い。 

 

図表 2-5-10：休職から復帰するまでの期間（SA、単位＝％） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

④復職に際しての配慮措置 

 調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、該当疾患に罹患した社員が休職をした場合、

「復職にあたって、配慮措置をすることで、仕事内容、業務量、勤務時間などの働き方を見

直すことがありますか」（複数回答）と尋ねている。「休職者・復職者が少ないためわからな

い」及び無回答を除いた集計をまとめたものが、図表 2-5-11 である15。 

それによれば、まず、「働き方の変更はほとんどしない」とする割合が高いのは、「糖尿病」

（45.7％）、「肝炎」（34.7％）となっている。これらの疾患では、休職を経た復帰後であって

も、働き方の変更をしない場合がみられるようである。 

 具体的な働き方の見直し措置としては、いずれの疾患においても、「業務量の削減」「所定

内労働時間の短縮」「残業・休日労働の制限・禁止」「仕事内容を変更した（軽微な作業に就

                                                 
15 先述のとおり、身体疾患では、休職を経ずに治療する者がみられる。そのため、本設問の選択肢では、「休職

者・復職者が少ないためわからない」を設けている。「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を

含めた集計結果については、本報告書掲載の資料・付属統計表を参照。 
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ける等）」などが上位となっている。「配置を変更した（所属部署の変更等）」や「疾患治療に

ついての職場の理解の促進」などの措置を実施している企業も多い。 

 

図表 2-5-11：復職の際の配慮措置（MA、単位＝％） 

 

 

(5)疾患罹患者の退職状況 

①疾患罹患者の退職状況 

調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、該当疾患を罹患した社員16が、過去 3 年間で

みて、何割程度が退職（依願退職や休職期間満了など）しているかについて尋ねている（こ

こでの退職には死亡退職や定年退職を除く）。これをまとめたものが図表 2-5-12 である（参

考として、正社員規模別にみたものが図表 2-5-13）。 

図表 2-5-12 によれば、「退職者は 1 割以下（退職者はほぼゼロ）」とする割合が、いずれの

疾患でももっとも高くなっている（いずれの疾患も 8 割程度）。「退職者は 1 割以下（退職者

はほぼゼロ）」とする割合は、「糖尿病」（86.5％）や「心疾患」（85.5％）、「肝炎」（84.2％）

などで他の疾患に比べ高くなっている。一方、「退職者は 1 割以下（退職者はほぼゼロ）」と

する割合が比較的低い（すなわち、退職する者の割合が比較的高い）のは、「がん」（79.3％）

と「脳血管疾患」（80.6％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 本設問では、疾患罹患者の退職状況について、休職の有無にかかわらず、疾患罹患者の退職の状況について聞

いている。 

所定内労働

時間の短縮

残業・休日

労働の制

限・禁止

配置を変更

した（所属

部署の変更

等）

仕事内容を

変更した

（軽微な作

業に就ける

等）

業務量の削

減

役職を解い

た

就業形態を

変更した

（正社員か

らパート等

に転換）

疾患治療に

ついての職

場の理解の

促進

その他

働き方の変

更はほとん

どしない

 (a) がん 34.4 31.2 17.4 29.6 37.3 7.9 5.4 23.6 2.2 17.7

 (b) 脳血管疾患 34.7 31.5 28.8 36.9 43.8 6.2 5.7 21.8 6.4 12.7

 (c) 心疾患 25.7 32.4 23.3 30.7 38.0 7.3 4.3 22.4 2.0 20.5

 (d) 肝炎 19.4 21.2 20.0 25.7 34.3 3.8 5.9 23.7 4.1 34.7

 (e) 糖尿病 23.3 20.6 18.1 21.6 21.4 4.6 3.7 15.1 1.4 45.7

 (f) 難病 29.6 34.5 25.5 31.4 34.9 5.3 8.7 28.8 2.0 22.1

復職の際の配慮措置

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者が「いる」とする

企業を対象に、本設問の選択肢「休職者・復職者が少ないためわからない」及び無回答を除き集計。
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図表 2-5-12：3 年間の疾患罹患者の退職者割合（SA、単位＝％） 

 

図表 2-5-13：3 年間の疾患罹患者の退職者割合（正社員規模別、SA、単位＝％） 

 

 

②退職時期 

調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、「過去 3 年間でみて、疾患を罹患した社員が

退職をする場合、どのタイミングで退職することが多いか」を尋ねている（ここでの退職に

は死亡退職や定年退職を除く）。「前例が少なくわからない」及び無回答を除いた集計をまと

退職者は１

割以下（退

職者はほぼ

ゼロ）

２～３割が

退職

４～６割が

退職（ほぼ

半数が退

職）

７～８割が

退職

９割以上退

職（ほぼ全

員退職）

無回答

 (a) がん 79.3 2.6 3.3 1.5 8.5 4.7

 (b) 脳血管疾患 80.6 2.9 1.9 0.4 8.2 5.9

 (c) 心疾患 85.5 2.6 1.4 0.7 5.3 4.5

 (d) 肝炎 84.2 1.1 0.3 0.0 2.2 12.2

 (e) 糖尿病 86.5 0.5 0.3 0.0 2.2 10.5

 (f) 難病 83.3 0.8 2.4 0.4 7.5 5.6

3年間の疾患罹患者の退職者割合

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれにつ

いて、疾患罹患者が「いる」とする企業を対象に集計。

退職者は

１割以下
（退職者

はほぼゼ

ロ）

２～３割

が退職

４～６割

が退職
（ほぼ半

数が退

職）

７～８割

が退職

９割以上
退職（ほ

ぼ全員退

職）

無回答

退職者は

１割以下
（退職者

はほぼゼ

ロ）

２～３割

が退職

４～６割

が退職
（ほぼ半

数が退

職）

７～８割

が退職

９割以上
退職（ほ

ぼ全員退

職）

無回答

79.3 2.6 3.3 1.5 8.5 4.7 80.6 2.9 1.9 0.4 8.2 5.9

10～29人 83.1 1.5 1.7 0.5 9.6 3.6 83.3 3.6 0.3 - 7.7 5.1

30～49人 76.3 1.6 3.0 3.1 8.2 7.7 88.8 0.6 2.1 - 7.4 1.1

50～99人 81.5 1.6 3.2 1.7 7.2 4.8 75.1 0.4 0.6 1.4 10.8 11.7

100 ～299 人 73.5 4.9 6.5 1.9 9.6 3.6 78.5 2.0 4.5 0.4 10.3 4.3

300 ～999 人 75.8 6.2 6.0 2.2 4.7 5.1 78.8 4.1 3.8 0.5 6.8 6.1

1000人以上 64.8 12.5 7.1 2.6 4.0 9.1 66.9 10.1 5.8 2.1 3.0 12.1

退職者は
１割以下

（退職者
はほぼゼ

ロ）

２～３割

が退職

４～６割
が退職

（ほぼ半
数が退

職）

７～８割

が退職

９割以上

退職（ほ

ぼ全員退
職）

無回答

退職者は
１割以下

（退職者
はほぼゼ

ロ）

２～３割

が退職

４～６割
が退職

（ほぼ半
数が退

職）

７～８割

が退職

９割以上

退職（ほ

ぼ全員退
職）

無回答

85.5 2.6 1.4 0.7 5.3 4.5 84.2 1.1 0.3 0.0 2.2 12.2

10～29人 88.8 0.8 0.7 - 7.5 2.2 82.4 - - - 2.2 15.4

30～49人 85.8 3.7 0.3 2.3 5.0 2.9 82.7 4.8 - - 3.4 9.1

50～99人 85.1 0.3 1.2 - 5.2 8.1 85.3 1.2 - - 1.4 12.2

100 ～299 人 83.5 5.6 2.7 1.0 2.7 4.6 92.0 - 2.2 - 1.6 4.2

300 ～999 人 80.9 4.7 2.7 1.4 3.0 7.4 89.7 1.2 - - 1.8 7.3

1000人以上 72.1 8.6 4.7 1.0 0.7 12.9 76.7 3.3 0.5 0.4 3.0 16.1

退職者は

１割以下

（退職者
はほぼゼ

ロ）

２～３割
が退職

４～６割

が退職

（ほぼ半
数が退

職）

７～８割
が退職

９割以上

退職（ほ
ぼ全員退

職）

無回答

退職者は

１割以下

（退職者
はほぼゼ

ロ）

２～３割
が退職

４～６割

が退職

（ほぼ半
数が退

職）

７～８割
が退職

９割以上

退職（ほ
ぼ全員退

職）

無回答

86.5 0.5 0.3 0.0 2.2 10.5 83.3 0.8 2.4 0.4 7.5 5.6

10～29人 87.0 - 0.2 - 2.7 10.1 87.4 - 1.9 - 5.6 5.1

30～49人 86.8 - 0.1 - 1.7 11.3 80.6 - - 1.2 14.9 3.3

50～99人 84.7 0.4 0.1 - 1.8 13.0 79.6 0.1 4.0 - 7.8 8.6

100 ～299 人 87.3 2.1 1.1 - 2.3 7.3 80.3 1.2 4.6 1.6 7.3 4.9

300 ～999 人 85.1 1.6 0.6 0.3 0.4 12.0 80.7 2.9 2.6 - 6.4 7.4

1000人以上 80.7 4.4 0.6 - 0.7 13.5 72.2 8.5 3.2 - 5.1 11.0

 (a) がん (b) 脳血管疾患

(c) 心疾患  (d) 肝炎

(e) 糖尿病  (f) 難病

全体

正

社
員

規

模

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者が「いる」とする企業を対
象に集計。

全体

正
社

員

規
模

全体

正

社

員
規

模
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めたものが、図表 2-5-14 である17。 

それによれば、いずれの疾患も「休職期間中」とする割合がもっとも高く、半数程度を占

めている。また、「復職以降・計」（「復職後」「再発後」の合計）はいずれの疾患も 3～4 割

程度ある（とくに「がん」では、「再発後」が 29.1％と他の疾患に比べ高い）。「診断確定時」

や「休職申請する前」とする割合は少ない（ただし、「肝炎」と「がん」は「診断確定時」

の割合が他に比べて高い）。以上を踏まえると、退職時期について、回答企業のうち半数程

度は復職に至る前の休職期間中（治療中）に退職しているとしており、次いで、復職以降に

辞めるとする企業割合も 3～4 割と高い。診断確定時や治療を始める前に退職するとの認識

は少ない。退職者は、休職を開始してから治療中に退職にいたるというイメージ、もしくは復

職後に辞めるイメージのようだ。 

 

図表 2-5-14：3 年間でみた退職の時期（SA、単位＝％） 

 
 

(6)疾患罹患者を雇用する上での課題 

調査では、疾患罹患者がいる企業を対象に、「疾患の罹患者を雇用するにあたって、困難に

感じていること」（複数回答）について尋ねている。これをまとめたものが図表 2-5-15 であ

る。 

それによれば、いずれの疾患も、「休職者の代替要員・復帰部署の人員の増加が困難」「仕

事の与え方・配置」などが上位となっている。そのほか、「病状・後遺症に対する配慮が難

しい」「治療と仕事を両立するための制度の構築が難しい」「治療のための休みをとりやすい

体制確保が難しい」「柔軟な労働時間制度の設計が難しい」「疾患の早期発見・予防が難しい」

なども多い。 

 

 

 

                                                 
17 先述のとおり、該当疾患で退職する者は多いとの認識を持つ企業が多数派ではない。調査票では、退職のタイ

ミングについては、選択肢「前例が少なくわからない」を設けている。本設問では、「前例が少なくわからない」

の選択割合が高いことから、図表 2-5-14 では、「前例が少なくわからない」及び無回答を除いているため、集

計対象（n 数）が少ないことに留意。「前例が少なくわからない」及び無回答を含めた集計結果については、本

報告書掲載の資料・付属統計表を参照。 

診断確定時
休職申請す

る前
休職期間中 復職後 再発後

 (a) がん 11.5 5.2 39.1 15.1 29.1 44.2

 (b) 脳血管疾患 6.7 10.0 49.7 18.3 15.3 33.6

 (c) 心疾患 3.5 10.4 41.6 30.3 14.2 44.5

 (d) 肝炎 28.3 0.6 38.7 29.1 3.3 32.4

 (e) 糖尿病 6.6 17.1 36.1 18.7 21.5 40.2

 (f) 難病 2.4 2.1 65.2 6.7 23.6 30.3

退職の時期
復職以降・

計

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれに

ついて、疾患罹患者が「いる」とする企業を対象に、本設問の選択肢「前例が少なくわからない」及
び無回答を除き集計。「復職以降・計」は「復職後」「再発後」の合計。
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図表 2-5-15：疾患罹患者を雇用するに当たって困難に感じること（MA、単位＝％） 

 

治療と仕

事を両立

するため

の制度の

構築が難

しい

柔軟な労

働時間制

度の設計

が難しい

治療のた

めの休み

をとりや

すい体制

確保が難

しい

病状・後

遺症に対

する配慮

が難しい

身体が不

自由な場

合の職場

環境整備

方法がわ

からない

職場の上

司・同僚

への指導

仕事の与

え方・配

置

医療機関

（主治

医）との

連携が難

しい

休職者の

代替要

員・復帰

部署の人

員の増加

が困難

疾患の早

期発見・

予防が難

しい

その他 無回答

 (a) がん 24.8 17.9 19.7 21.6 8.5 5.0 25.0 10.5 30.5 19.4 3.5 20.0

 (b) 脳血管疾患 21.6 15.6 12.5 27.5 15.4 4.8 30.5 8.7 28.6 20.6 4.8 20.0

 (c) 心疾患 22.4 18.5 18.2 24.3 11.5 7.2 29.7 9.8 33.6 19.4 4.5 16.2

 (d) 肝炎 17.5 20.0 17.0 22.0 7.3 5.9 29.8 9.2 28.2 13.1 4.6 23.2

 (e) 糖尿病 19.6 16.1 16.9 15.9 8.5 4.7 20.5 9.2 23.9 16.0 6.5 29.4

 (f) 難病 22.1 16.3 18.3 24.6 14.5 9.3 29.9 9.1 27.3 16.8 6.5 21.6

疾患罹患者を雇用するに当たって困難に感じること

※各種該当疾患（(a)がん、(b)脳血管疾患、(c)心疾患、(d)肝炎、(e)糖尿病、(f)難病）それぞれについて、疾患罹患者が「いる」とする企業を対象

に集計。

－44－

調査シリーズNo.181

労働政策研究・研修機構（JILPT）


	第Ⅰ部 調査結果
	第１章 調査の概要
	第２章 調査の結果概要
	１．回答企業の属性
	２．産業保健スタッフ、相談体制、健康診断の実施状況
	３．長期の病気治療のための病気休職制度
	４．治療と仕事の両立支援制度
	５．がんや難病等の治療と仕事の両立の状況




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     新規書類
     シートの余分なスペースをトリミング: いいえ
     ページの拡大・縮小を許可: はい
     マージン: 左 14.17, 上 14.17, 右 14.17, 下 14.17 ポイント
     横方向のスペース(ポイント): 0 
     縦方向のスペース(ポイント): 0 
     ページ周囲にフレームを追加: いいえ
     シートサイズ:  8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シートの最適化:  横
     倍率 80.00 %
     調整:  中央下
      

        
     14.1732
     8.5039
     28.3465
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     ToFit
     0
     0
     2
     1
     0.8000
     0
     0 
     1
     14.1732
     1
            
       D:20180611140519
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     300
     300
     14.1732
     BC
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     14.1732
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 2
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 2
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     2
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 2
     現在と同じ
      

        
     2
     1
            
       D:20180626132609
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     722
     406
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.9c
     QI+ 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     範囲: 現在のページ
     マスク座標:  横方向, 縦方向オフセット 271.69, 14.63 幅 69.63 高さ 33.45 ポイント
     オリジナル: 左下
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         15
         CurrentPage
         110
              

       CurrentAVDoc
          

     271.6928 14.6339 69.6298 33.4496 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.9c
     QI+ 2
     1
      

        
     49
     199
     49
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     範囲: 現在のページ
     マスク座標:  横方向, 縦方向オフセット 260.77, 14.63 幅 83.97 高さ 32.77 ポイント
     オリジナル: 左下
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         15
         CurrentPage
         110
              

       CurrentAVDoc
          

     260.7705 14.6339 83.9654 32.767 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.9c
     QI+ 2
     1
      

        
     59
     199
     59
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20180312090234
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     4
     Tall
     627
     399
    
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





